


序    文 

 
 

 独立行政法人国際協力機構は､ベトナム社会主義共和国政府との討議議事録（R/D）に基づき、

技術協力プロジェクト「中小規模酪農生産技術改善計画」を 2006 年 4 月から 5 年間の計画で実施

しています。 

 今般、プロジェクトの中間地点である 2008 年 11 月 2 日から 11 月 20 日までの間、日本及びベ

トナム側による合同評価を通じて、協力期間前半における活動実績の確認と評価及び後半に向け

た課題の抽出と提言を行うことを目的として、JICA 農村開発部水田地帯グループ水田地帯第二課

長 奥地 弘明を団長とする中間評価調査団を現地に派遣しました。 

 本報告書は、これらの中間評価調査団による現地調査や協議の内容・結果をまとめたものであ

り、今後のプロジェクト運営に広く活用されることを願うものです。 

 最後に、調査の実施にあたりご協力をいただいた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表

します。 

 

2009 年 4 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
                      農村開発部 

部 長  小 原  基 文 
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写     真  

モデル農家の乳牛 

（ビンフック省ビントゥアン郡） 

ホワイトボードに乳量等を記録している 

（ソンラ省モクチョウ郡） 

 

2008 年乳牛コンテスト優勝の農家 

（モデル農家）（ソンラ省モクチョウ郡）

 飼料となる牧草を乳牛が消化しやすいよ 

うにカットしている（ハノイ市バビ郡） 

 

農家より生乳を集める集乳所 

（ソンラ省モクチョウ郡） 

 モクチョウ酪農公社の乳製品加工工場 

（ソンラ省モクチョウ郡） 



STED のラボラトリー  ナショナル・トレーナー（NT）候補者  

（STED 会議室）  

STED 内の研修のための部屋   ヨーグルト・プリンなどが販売されている

（ハノイ市バビ郡）  

 

評価メンバーとの協議（NIAH 会議室）  ミニッツ署名（NIAH 会議室）  
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略 語 表 

 
APO Annual Plan of Operation 年次活動計画表 

BCFRC Ba Vi Cattle and Forage Research Center バビ牛牧草研究センター 

LT Local Trainer ローカル トレーナー  

MARD Ministry of Agriculture and Rural Development 農業農村開発省 

MOF Ministry of Finance 財政省 

MPI Ministry of Plan and Investment 計画投資省 

NAEC National Agriculture Extension Center 農業普及センター 

NIAH National Institute of Animal Husbandry 国立畜産研究所 

NDDP National Dairy Development Program 酪農振興計画 

NT National Trainer ナショナル トレーナー 

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジ

メント 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス 

PO Plan of Operations 活動計画表 

R/D Record of Discussions 討議議事録 

STED Station for Training and Extension of Dairy 

Technologies 

酪農技術研修普及ステーション 
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評価調査結果要約表  

Ⅰ. 案件の概要 

国名  ベトナム  

案件名  中小規模酪農生産技術改善計画プロジェクト  

分野  畜産  

援助形態  技術協力プロジェクト  

主管部署   農村開発部  

在外事務所  ベトナム事務所  

先方関係機関  農業農村開発省（ MARD）、国立畜産研究所（ NIAH）、酪農技

術研修普及ステーション（ STED）  

協力期間   （R/D）  2006 年 4 月～ 2011 年 4 月（ 5 年間）  

日本側協力機関  農林水産省  

1. 協力の背景と 

概要 

ベトナム国（以下、ベ国）では、①農業経営の多角化及び

②牛乳の消費の増大に伴い、 80％以上を輸入に頼っている牛

乳の国内における生産拡大が重要な課題となっている。  
 これらの課題に取組むため、べ国は、国内牛乳生産自給率

の向上及び中小規模酪農家の所得向上に取組んでおり、 J ICA

もこれまでに同国の気候風土に適した牛品種改良の技術及び

酪農に関する基本的な知見の導入等の協力を行ってきた。し

かしながら、これらの協力の成果を末端の酪農家に普及する

体制が未だ不十分であるため、酪農家における生産性の低下

が見られることが今後の課題となっている。  

 このような状況を背景として、北部地域を対象として本格

的な酪農技術を普及するための「酪農技術研修普及ステーシ

ョン」（ STED）（カウンターパート機関）が 2005 年に設立さ

れたが、酪農技術普及人材の能力が依然として不十分であっ

たため、当該ステーションを活動の拠点として、これまでの

ベ国における J ICA プロジェクトの成果を発展的に活用し、特

に、中小規模酪農家のニーズが高い分野（獣医診療技術、牛

の飼料給与の方法、搾乳に関する技術等）について、研修制

度の構築や酪農技術普及人材の育成を通じて、農業経営の多

角化の推進による生計改善を図ることを目的とした技術協力

プロジェクト「中小規模酪農生産技術改善計画」の要請が行

われたものである。  

2. 協力内容 

(1)  上位目標  北 部 ベ ト ナ ム に お け る 中小 規 模 酪 農 の 牛 乳 生 産 性 が 増 加 す

る。  

(2)  プ ロ ジ ェ ク ト

目標  

プロジェクトのターゲット地域において酪農技術の普及活動

が改善される。  
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(3)  成果  成果 1：酪農技術普及ステーション（ STED）の機能が改善さ

れる。  

成果 2：STED のトレーナー（ナショナルトレーナー：NT）が

酪農技術を普及員等（ローカルトレーナー：LT）に指

導する能力が改善される。  

成果 3：酪農技術の普及員等（ローカルトレーナー： LT）が

プロジェクト地域の中小規模酪農家に対して普及活

動を行うための能力が改善される。  

(4)  投入  

（評価時点）  

日本側：  

長期専門家：  4 名  

短期専門家： 10 名  

本邦への研修員受入れ： 19 名  

機材供与：約 1,780 万円（ 178,424 US ドル）  

ローカルコスト負担：約 2,513 万円  

相手国側：  ローカルコスト負担： 13 億 7,454 万ドン（約 818 万円）  

土地・施設提供、資機材提供、人員配置（カウンターパート

20 名配置）    

 

Ⅱ. 評価調査団の概要 

評価者  （担当分野・氏名・職位）  

団長／総括  奥地 弘明  

J ICA 農村開発部  水田地帯グループ  水田地帯第二課長  

酪農生産   工藤 茂  

独立行政法人 家畜改良センター新冠牧場 次長  

計画管理   三浦 真理  

J ICA 農村開発部  水田地帯グループ  水田地帯第二課  

評価分析   今野 公博  

（株） VSOC 第 2 事業部主任   

 ＊加えて、ベ国側も合同評価者として参加  

調査期間  2008 年 11 月 2 日～ 2008 年 11 月 20 日  

評価種類  中間評価  

 

Ⅲ. 評価結果の概要 

1. 評価結果の要約  

(1)  妥当性   本案件は、ベ国政府の政策、日本政府の政策、ターゲットグル

ープと一致するため、妥当性は高い。  

(2)  有効性   有効性は高い。プロジェクト活動の進捗はほぼ計画通りであり、

NT と LT の更なる能力開発が行われている。したがって、プロジ

ェクト目標はプロジェクト終了までに達成されると期待される。

しかしながら、プロジェクト目標の指標の測定方法について明確
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にし、基礎データを速やかに収集すべきである。  

(3)  効率性   効率性はほぼ高い。日越双方の投入は質、量、時期において概

して適切であり、プロジェクト活動に適切に使用されている。  

(4)  インパクト  乳牛の生産性が 2 年間で 56％増加し、また、ターゲット /協力地

域以外からの LT 研修への参加要請が増えてきていることに対応

し、 NIAH は独自の資金を利用してこの要求に応えるなど、上位

目標の達成の見込みは高い。  

(5)  自立発展性  政策的自立発展性は担保されている。現在、 NIAH で計画中の

STED の機能を拡大した「北部ベトナム酪農生産研修・普及セン

ター（仮称）」が MARD によって承認されれば、組織的・経済的

な自立発展性はより強固となる。  

財政的自立発展性はほぼ担保されていると期待できる。  

技術的自立発展性は、酪農技術の普及のための NT と LT の研修に

係る能力開発によって担保されている。  

2. 効果発現に貢献した要因 

(1)  計 画 内 容 に

関すること  

・ベ国政府の「 2020 年に向けた牧畜業振興のための戦略」など、

政策に沿った活動計画としていること。  

・プロジェクト中間地点から、 STED の北部ベトナム酪農生産研

修・普及センター（仮称）施設を計画するなど、相手国側によ

るプロジェクト成果の継続に対する強い意識が示されているこ

と。  

(2)  実 施 プ ロ セ

ス に 関 す る

こと  

 

・  研修の実施を NT 候補者などが主体的に行っていることで、カ

ウンターパートの主体性を促していること。  

・農民セミナーなど、現地のニーズに柔軟に対応し、農民に対す

る直接的な技術普及を行っていること。  

3. 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計 画 内 容 に

関すること  

・プロジェクト対象地域を選定する際には、国、省、郡の関係機

関の連携体制、また、特に地方行政機関の財源支出の仕組みを

考慮するとともに、プロジェクト側による積極的なフォローア

ップ活動を実施することが必要である。  

実施プロセスに

関すること  

 

・特になし  

4. 結論 

プロジェクトの主たる活動であり、酪農技術普及の改善に重要な STED の強化並

びに NT 及び LT の育成は、おおむね順調に進んでおり、活動全般について、 C/P 機

関並びに NT、 LT 及び農家の評価も高い。  

また、派遣された日本人専門家（長期・短期）及び本邦研修受け入れ先専門家の

技 術 力 、 指 導 力 に 対 す る 評 価 は 高 く 、 ベ ト ナ ム 側 関 係 者 か ら の 信 頼 も 厚 い 。
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NT、LT をはじめ、ベトナム側関係者（特に、技術者）への移転された技術の定着や

活用も、ほぼ順調に進んでいるとみられる。  

プロジェクト後半は、より複雑な疾病の治療技術や飼料の給与方法など LT 及び農

家のニーズに応じた技術移転を一層推進するとともに、農民セミナー（日本人専門

家から農民への直接的技術移転）に積極的に取り組むことにより、成果が拡大する

ことが期待される。  

一方、プロジェクト目標、上位目標等の達成度を測るための技術項目、飼養頭数、

乳量等の基礎データ収集については、一部の活動に遅延がみられ、技術項目が確定

していない、あるいは概算値の推計にとどまっている部分がある。政府の統計資料

の積極的活用も含め、約 2 年後の終了時評価に向けて、成果や目標の達成度を定量

的に測るため、より精度の高いデータの収集に努めるべきである。  

現段階での 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の評価

については、おおむね高い又は適切である。  

 

5. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1)  協力対象地域への変更に係る教訓  

 2008 年 4 月の JCC において開始当初設定されていた 4 つのターゲット地域のうち、

タインホア省とフンエン省がバビにおける LT 研修のみ受け入れる協力対象地域へ

変更になった。これらのことから、以下のような教訓が得られる。  

①  乳価の安定化や普及活動の改善など、国による酪農振興政策の事業化を推進し、

事業実施に当たっては国、省、郡の関係機関の連携体制を構築する、②  郡をはじめ

地方行政機関は独自の財源に乏しく、公務員以外の旅費等を支出できる仕組みがな

いので、国の機関が資金的な補助を実施する、③  特に、プロジェクトの拠点から離

れた遠隔地では、プロジェクト側が積極的に対象地域で研修後のフォローアップ活

動を実施するなど、良好な関係の構築・維持に留意する。  

 

(2)  NT の資格認証制度と待遇の改善  

 NT の人材としての質の確保及びモチベーションの向上を図るため、資格認証制度

を設けることは有効であり、基準を明確にし、客観性及び透明性を担保することが

重要である。  

一方、NT 自身は、収入や待遇の向上にリンクしないのであれば、認証制度にはそ

れほど必要性は感じないという意見もあり、彼らのモチベーションを維持するため

にも、待遇などに関しては、 MARD や NIAH にも考慮を求めたい。  

 

(3)  ローカル・トレーナー（ LT）の育成  

 LT への研修は予定通り進捗しており、また、実施機関も LT 研修の成果の普及に

尽力している。  

一方、 LT 候補者の資格要件、研修後の各地域での役割とその重要性については、

地方を含めた関係機関で再度、認識を統一する必要がある。  
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 協力地域となった 2 省（タインホア省・フンエン省）からの LT 研修への参加につ

いては、各地域において参加の必要な LT 研修の有無を再確認し、必要性がある場合

には、 NIAH と各省 DARD にて調整し、 LT 研修への参加を行うべきである。  

 

(4) STED の将来構想とベ国側のオーナーシップ  

 プロジェクト終了後、 STED の機能がベ国側のオーナーシップのもとで自立的に

運営されるかどうかが若干懸念されるが、ベ国側は、プロジェクトの終了後 STED

を「北部ベトナム酪農生産研修・普及センター（仮称）」に発展させる計画を持って

おり、その為の予算も承認される見込みであるなど、ベ国関係機関のオーナーシッ

プと努力は高いと評価される。  

一方、この「研修・普及センター（仮称）」の施設の位置付けや予算的な裏づけは、

引き続きベ国側によって明確にされることを求めるとともに、運営体制整備に関し

て日本側も必要な助言・支援を行うべきである。  

 

(5)  消費者の安全性への認識の高まり  

 最近の牛乳へのメラミン混入問題は、ベ国でもしばしの牛乳消費量の減少などに

繋がったなど、消費者の安全性への認識は年々高まっている。本プロジェクトの実

施においても、この点について留意し、NT/LT 研修や農家セミナーなどでその対応

を取り上げるなどとし、また、ベ国側も、牛乳・乳牛の生産量の増加に加えて、安

全性を確保することを重視するべきである。  

 

(6)  プロジェクト運営上の課題（電気容量の不足）  

STED のあるバビセンターの電気容量は極端に不足し、特に、夏季の研修実施場

所や執務室の環境が良くない状況にあり、これまでに改善されていなかたったため、

調査団より、再度、ベ国側に解決を提言したところ、ミニッツ署名時に、近々工事

を行い、十分な電気供給を行う予定であるとの意向が示された。  

 

(7)  今後のプロジェクト開始における本プロジェクトからの教訓の抽出  

今後、同様のプロジェクトを実施する際には、開始前に中央機関とプロジェクト

実施地域の地方機関の実施体制やプロジェクトのキャパシティを考慮し、経費分担

を明確にした上で、慎重に実施地域を設定すべきである。  

また、プロジェクト開始後も、相互の連絡体制を強化し、意識を共有することが

円滑なプロジェクトの実施を行う上で重要である。  

 

(8)  PDM の変更  

 プロジェクト前半の活動内容に応じ、以下の通り、PDM の一部に変更が必要と考

えられる。本変更については、次回の JCC にて検討・承認される見込みである。  
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第 1 章 中間評価調査の概要  

 

１－１ 中間評価調査団派遣の経緯と目的 

ベトナム国（以下、ベ国）における農業は全 GDP の約 20％、全就業人口の 52％を

占める重要な産業である。その中心の稲作は、自給率 134％（2001 年 FAO）まで成長

しているが、国内外市場における米価の低迷、狭小な作付面積や過剰就業による低い

労働生産性等から、稲作に偏った営農のみでは農村地域における生計改善を図ること

は困難であり、農業経営の多角化を図ることが重要な課題となっている。また、「社会

経済開発 10 ヵ年戦略」（2001 年～2010 年）を定め、国民の健康増進を推進しており、

近年の農産物加工処理や流通インフラの整備に伴って、魚や肉などの動物性蛋白源に

加え、栄養バランスに優れた牛乳の消費（9kg/人 /年：2004 年）が年々増大してきてい

る。このため、80％以上を輸入に頼っている牛乳の国内における生産拡大が重要な課

題となっていることから、農業経営の多角化を図る上で、酪農を推進することは有効

な手段と考えられる。  

 これらの課題に取組むため、べ国は「国家酪農振興計画」（2001 年～2010 年）を策

定し、国内牛乳生産自給率の向上及び中小規模酪農家の所得向上に取組んでいる。

JICA は、べ国からの要請に応え、これまでに技術協力プロジェクト（「牛人工授精技

術向上計画」（2000 年～2005 年）、「獣医学研究所強化計画」（2000 年～2005 年））を実

施し、交雑種と海外から導入した能力の高い乳牛の交配により同国の気候風土に適し

た牛品種改良の技術及び酪農に関する基本的な知見の導入等の協力を行ってきた。し

かしながら、これらの協力の成果を末端の酪農家に普及する体制が未だ不十分である

ため、酪農家において、乳房炎や繁殖障害等の生産病の発生、搾乳時の衛生管理や飼

料給与の不備等による生産性の低下が見られることが今後の課題となっている。  

 このような状況を背景として、べ国政府は、農業農村開発省（MARD）、国立畜産研

究所（NIAH）に、北部地域を対象として本格的な酪農技術を普及するための「酪農技

術研修普及ステーション」（STED）（カウンターパート機関、以下、C/P 機関）を 2005

年に設立した。しかし、依然として酪農技術普及人材の能力が不十分であったため、

べ国政府は、当該ステーションを活動の拠点として、これまでのべ国における JICA

プロジェクトの成果を発展的に活用し、特に、中小規模酪農家のニーズが高い分野（獣

医診療技術、牛の飼料給与の方法、搾乳に関する技術等）について、研修制度の構築

や酪農技術普及人材の育成を通じて、農業経営の多角化の推進による生計改善を図る

ことを目的とした技術協力プロジェクト「中小規模酪農生産技術改善計画」の要請を

行った。JICA はこれを受け、2006 年 4 月より 5 年間の予定でプロジェクトを開始し、

現在、3 名の長期専門家（チーフアドバイザー /家畜衛生、飼養管理、業務調整 /研修）

を派遣中である。  

 プロジェクト実施の中間地点である今般、これまでのプロジェクト活動の達成度を

把握するとともに、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）

の観点から総合的に評価を行うことにより、今後のプロジェクト活動のために必要な

方策を提言することを目的とし、中間評価を実施した。調査の具体的な目的は、以下
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のとおり。  

(1) プロジェクトの中間地点における成果、活動実績、投入実績、計画達成度を PDM

や活動計画（PO）に基づき確認する。  

(2) 評価 5 項目の観点からプロジェクトを評価し、プロジェクト後半の実施に役立て

る。  

(3) プロジェクト実施のプロセスを関係者間で共有し、プロジェクト後半及びその後

の展開に向けた共通認識を醸成する。  

(4) プロジェクト後半に向けた課題・懸案事項を明確化し、解決方法を検討する。  

(5) プロジェクト後半の活動計画や投入計画を明確にする。  

 

１－２ 評価者（調査団）の構成 

＜日本側＞  

担当分野  氏名  所属  

団長／総括  奥地 弘明  JICA 農村開発部  水田地帯グループ  水田地帯第二課長

酪農生産  工藤 茂  独立行政法人 家畜改良センター新冠牧場 次長  

計画管理  三浦 真理  JICA 農村開発部  水田地帯グループ  水田地帯第二課  

評価分析  今野 公博  （株）VSOC 第 2 事業部主任  

 

＜ベ国側＞  

担当分野  氏名  所属  

Team Leader/ 

Livestock  

Dr. Hoang Kim Giao Director General, 

Department of Livestock Production, 

Ministry of Agriculture and Rural  

Development (MARD) 

Livestock/ 

Dairy 

Production 

Dr. Nguyen Xuan Trach Dean, 

Faculty of Animal Science and Aquaculture,  

Hanoi University of Agriculture 

Agriculture  Dr. Nguyen Thanh Duong Specialist, 

Department of Agricultural Economy,  

Ministry of Planning and Investment (MPI) 

Agriculture  Mr. Nguyen Anh Minh  Director,  

Bilateral Cooperation Division, 

International Cooperation Department, MARD 

 

１－３ 評価調査日程 

2008 年 11 月 2 日～20 日（11 月 2 日～コンサルタントによる先行調査、11 月 9 日～

官団員調査）  

なお、調査直前に行った洪水の影響で、若干の予定の変更を余儀なくされた。詳細

日程は、付属資料 1. 調査団日程表を参照のこと。  
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１－４ 主要面談者 

＜日本側＞  

(1) 在ベトナム日本国大使館  

由谷 倫也   二等書記官  

(2) プロジェクト長期専門家  

斉藤 則夫   チーフアドバイザー /家畜衛生  

下川 浩二   飼養管理  

清水 芳洋   業務調整 /研修  

(3) JICA ベトナム事務所   

東城  康裕   次長  

和田 暢子   所員  

 

＜ベ国側＞  

(1) 評価メンバー  
Dr. Hoang Kim Giao   Director General, Department of Livestock Production,  

Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 

Dr. Nguyen Xuan Trach  Dean, Faculty of Animal Science and Aquaculture,  

Hanoi University of Agriculture 

Dr. Nguyen Thanh Duong Specialist, Department of Agricultural Economy, 

Ministry of Planning and Investment (MPI) 

Mr. Nguyen Anh Minh   Director, Bilateral Cooperation Division, 

International Cooperation Department, MARD 

 

(2) 農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Development：MARD）  

Mr. Hoang Kim Giao   Director General, Department of Livestock Production 

Mr. To Viet Chau Deputy Director General, International Cooperation 

Department 

Ms. Nguyen Thu Hang   Officer, International Cooperation Department 

 

(3) 国立畜産研究所  (National Institute of Animal Husbandry：NIAH) 

Dr. Hoang Van Tieu     Director （プロジェクトダイレクター）  

Mr. Vu Chi Cuong  Vice Director （プロジェクトマネージャー）  
Mr. Nguyen Manh Dzung International Project Assistant 

 

(4) バビ牛牧草研究センター   （Ba Vi Cattle and Forage Research Center：BCFRC）  

 酪農技術研修普及センター    (Station for Training and Extension of Dairy  

Technologies：STED）  

Mr. Nguyen Huu Luang Director    

Ms. Tang Xuan Luu     Deputy Director, BCFRC/ Head, STED 

Mr. Phung Quang Truong Full time counterpart 
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Ms. Phuong Van Vy    Full time counterpart 

Ms. Dang Thi Duong    Full time counterpart 

Ms. Khuat Thi Thu Ha    Full time counterpart 

Mr. Nguyen Hung Son    Full time counterpart 

Ms. Tran Thi Loan    Full time counterpart 

Mr. Dao Duc Bien    Full time counterpart 

Ms. Mai Thi Ha    Full time counterpart 

 

(5) ビンフック省ビンツォン郡人民委員会農業農村開発部  

(Vinh Tuong People’s Committee, Department of Agriculture and Rural Development) 

Mr. Lo Tat Chanh  Head 

Mr. Le Van Hoat    Head of Agriculture Extension Station 

 

(6）モクチョウ酪農公社  （Moc Chau Dairy Breeding Joint Stock Co.,）   
Mr. Tran Cong Chien     General Director 

Mr. Pham Van Nhan     Deputy General Director 

Mr. Nguyen Hai Nam     Technician   

 

(7) フンエン省人民委員会農業農村開発部  

(Hung Yen People’s Committee, Department of Agriculture and Rural Development 

：DARD) 

Mr. Dang Minh Ngoc     Director 

Mr. Nguyen Dinh Tuong   Head of Livestock Production Department 

 

(8) フンエン省コアイチョウ郡人民委員会農業農村開発部  

(Khoai Chau People’s Committee, Department of Agriculture and Rural Development  

：DARD) 

Ms. Nguyen Thi Ly     Vice Director (電話インタビューのみ ) 

 

(9) タインホア省人民委員会農業農村開発部  

(Thanh Hoa People’s Committee, Department of Agriculture and Rural Development 

：DARD) 
Mr.Le Nhi Tuan     Vice Director 

Mr. Trinh Minh Do     Head of Livestock Production Department 

 

(10) ビナミルクタインホア牧場  (Viet Nam Milk Joint Stock Co.,：Vinamilk) 

Mr. Ngo Minh Dat     Manager of Dairy Farm 
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第 2 章  プロジェクトの実績と現状  

 

２－１ 実績と現状の総括 

プロジェクトの主たる活動であり、酪農技術普及の改善に重要な酪農技術研修普及

ステーション（STED）の強化並びにナショナルトレーナー（NT）及びローカルトレ

ーナー（LT）の育成はおおむね順調に進んでおり、活動全般について C/P 機関並びに

NT、LT 及び農家の評価も高いことを、現地における聞き取り調査を通じて確認した。

特に、派遣された日本人専門家（長期・短期）及び本邦研修受け入れ先専門家の技術

力、指導力に対する評価は高く、ベトナム側関係者からの信頼も厚い。また、NT、LT

をはじめベトナム側関係者（特に、技術者）は、全体としてみれば、基礎学力があり、

勤勉で意欲も高いため、移転された技術の定着や活用もほぼ順調に進んでいるとみら

れる。  

プロジェクト後半は、より複雑な疾病の治療技術や飼料の給与方法など LT 及び農

家のニーズに応じた技術移転を一層推進するとともに、新たな活動として、2008 年 4

月の JCC で追加された農民セミナー（日本人専門家から農民への直接的技術移転）に

積極的に取り組むことにより、成果が拡大することを期待する。  

一方、プロジェクト目標、上位目標等の達成度を測るための技術項目、飼養頭数、

乳量等の基礎データ収集については、対象農家（モデル農家）の選定に時間を要した

こと、農家の記録をとる意識が低く、現場にデータの蓄積がないこと等から、一部に

遅延がみられ、技術項目が確定していない、あるいは概算値の推計にとどまっている

部分がある。政府の統計資料の整備も日本と比較すると十分ではないが、整備はされ

ているため、それらの積極的活用も含め、約 2 年後の終了時評価に向けて成果や目標

の達成度を定量的に測るため、より精度の高いデータの収集に努めるべきである。  

 

２－２ 投入実績 

２－２－１ 日本側の投入  

(1) 専門家の派遣  

  これまで 4 名の長期専門家（チーフアドバイザー /家畜衛生、飼養管理（2 名）、

業務調整 /研修）及び 10 名の短期専門家（プロジェクト運営、家畜疾病 /研修計画、

飼料作物、飼養管理、普及研修総括、酪農開発・経営分析、臨床獣医技術、乳牛飼

養管理、乳房炎対策・研修運営管理、乳牛臨床獣医技術）が派遣されている。  
 

(2) 機材供与  

  これまで車両 2 台、発電機 1 台及びプロジェクトの効率的な実施のために必要な

機材が NIAH と STED に供与されている。総額は 182,342US ドル（約 1,740 万円）

である。  

                                                  

(3) 本邦研修  

  これまで 19 名のカウンターパートが NIAH と STED 及び関連機関から参加してい
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る。  

 

(4) 在外事業強化費（携行機材費を含む）  

  2006 年度から 2008 年度（2008 年度は計画額）までの総額は 25,136,000 円である。  

 

２－２－２ ベ国側の投入  

(1) カウンターパートの配置  

  現在 NIAH からプロジェクト管理委員として 9 名、NT として NIAH から 2 名と

STED から 6 名、STED スタッフとして 3 名（合計 20 名）がカウンターパートとし

て配置されている。加えて、NIAH または STED 所属の職員 18 名が事務面・技術面

のサポーティング・グループとして配置されている。  

 

(2) ベトナム側による予算措置  

  2007 年は 352,770,000 ドン（約 210 万円）が研修コースのために割当られ、日本

が供与した 2 台の車両の登録費、燃料及び業務支給費、車両の保険、他の必要な経

費に使用された。2008 年は 1,021,770,000 ドン（約 608 万円）が研修コースのため

に割り当てられた。2006 年はベトナム側の予算措置が間に合わなかったため NIAH

の通常予算から支出した。なお、ベトナムの予算開始月は、1 月である。  

 

２－３ 活動実績 

 付属資料 2「活動実績及び達成状況表」及び付属資料 3「進捗状況表」に記載  

 

２－４ 成果達成状況 

２―４－１ 成果ごとの達成状況概要  

  全般的にプロジェクトの活動は、4 つのターゲットエリアのうち 2 つのエリア（フ

ンエン省、タインホア省）を協力エリアに変更した以外は、ほぼ計画通り実施され

ている。成果ごとの達成状況の概要は以下のとおりである。すべての成果は、プロ

ジェクト終了前に達成される見込みである。  

 

(1) 成果 1: 調査、研修コースの開発と改善、テキストとリーフレットの開発、実証

展示の実施及び情報収集について計画通り実施されている。  

 

(2) 成果 2: 8 名の NT が配置され日本人専門家とベトナム人専門家から指導を受け

ている。また、NT は、LT に技術的な助言を行うとともに、知識と技能を伝える

ため LT 研修を実施している。  

 

(3) 成果 3: LT 研修が計画通り行われ、約 20 名の LT が研修を受け、酪農家への普

及活動を実施している。  
 

 



 7

２－４－２ 各成果、プロジェクト目標、上位目標ごとの達成状況  

成果 1：  酪農技術普及ステーション（STED）の機能が改善される。  

  ほぼ計画通り進行中である。調査、研修コースの開発・改善、テキスト・リー  

フレットの作成、実証展示圃場の実施及び情報収集は、ほぼ計画通り行われてきて

いる。成果 1 はプロジェクト終了までに達成する見込みである。  

 

活動 1-1：  STED が現場レベルで適切な酪農技術における必要性及び研修・普及

にかかわる必要性について調査する。  

  指標 1-1：  STED により実施されるフィールド調査の数が 5 項目になる。  

 

必要な酪農技術・研修・普及活動の策定のためのフィールド調査が行われ、計画

した 5 調査のうち 4 調査が終了している。終了した 4 調査とは、ターゲット地域の

「農家及び地方技術者に関する基礎的情報」、「牧草生産に関する現状」、「飼養管理

に関する現状」及び「衛生状態と疾病発生に関する情報」である。残りの「北部ベ

トナム中小規模酪農にける牛乳生産性」については引き続き調査中であるが、プロ

ジェクト終了前には完了する見込みである。  

 

活動 1-2：  STED が現場レベルの酪農家において適切な獣医及び飼養管理技術を

開発・改善する。  

指標 1-2：STED において開発・改善される研修コースの数が 5 コースになる。  
 

以下の 6 研修コースの開発・改善が行われた。  

「臨床獣医基礎」、「臨床獣医技術上級」、「繁殖技術」、「搾乳衛生」、「飼養管理技術基

礎」、「飼養管理技術実践」  

 

活動 1-3：  STED が研修及び技術移転のための方法、同時に研修カリキュラムと

教材を開発・改善する。  

指標 1-3：  STED により開発・改善される研修・普及用の教材の数が 15 種（研修

用テキスト 5 種と農民用リーフレット 10 種）になる。  

 

5 つの研修教材、「飼料作物」、「獣医臨診断マニュアル」、「ベトナムにおける一般

疾病の治療」、「飼養管理マニュアル」及び「搾乳衛生マニュアル」の開発・改善が

行われた。  

また、以下の 7 件のリーフレットの開発・改善が行われた。  

「衛生的搾乳方法（手搾り編）」、「衛生的搾乳方法（機械搾乳編）」、「分娩前後の飼

養管理法」、「もぐさ治療」、「尿素処理稲ワラの調整方法」、「子牛の飼養方法」及び  

「乾乳方法と乳房炎予防対策」  

残りの 3 件のリーフレットはプロジェクト終了前までに完成する見込みである。  
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活動 1-4：  STED が適切な乳牛飼養管理技術を実証展示する。  

指標 1-4：  STED による乳牛飼料管理の実証展示の数が 5 件になる。  
 

3 件の実証展示、「バビ地区、ビンツオン地区における金属板を用いたサイレージ

調製の技術」、「デモ農場における簡易サイロによるサイレージ調製の技術」及び「デ

モ農場における哺育方法の改善」が実施されている。残りの 2 件の実証展示はプロ

ジェクトの終了前までに実施される見込みである。  

 

活動 1-5： STED が酪農開発のために必要な現場レベルの情報を収集・蓄積する。  

指標 1-5：  STED により収集・蓄積された酪農に関する現場レベルの情報が、酪

農開発のために 10 件公表される。  

 

2 件のニュースレターが発行された。残りの 8 件の情報はプロジェクトの終了前

までに公表される見込みである。  
 

成果 2：  STED のトレーナー（ナショナルトレーナー：NT）が酪農技術を普及

員等（ローカルトレーナー：LT）に指導する能力が改善される。  

 

成果 2 はこれまでほぼ計画通り進行している。8 名の NT が配置され、研修を受

けている。NT は、LT に技術的助言・知識・技能を与えるための研修を行っており、

その成果は LT から高く評価されている。成果 2 はプロジェクト終了前に達成され

る見込みである。  

 

活動 2-1：NT への研修を実施する。  

指標 2-1：適切な酪農技術を開発・指導できる NT の数が 8 名となる。  

 

これまでのところ 8 名の NT が配置され、その専門は 3 名が家畜疾病、5 名が飼

養管理である。NT に対する日本人及びベトナム人専門家からの研修は、「実用的な

獣医技術」、「実用的飼養管理」、「研修の計画及び管理」及び「技術移転方法」の 4

科目である。  

 

成果 3：  酪農技術の普及員等（ローカルトレーナー：  LT）がプロジェクト地域

の中小規模酪農家に対して普及活動を行うための能力が改善される。  

 

   成果 3 はこれまでのところほぼ計画どおり進行している。  

LT 研修は計画通り実施され、20 名の LT が研修を受け、酪農家への普及活動を実施

している。計画されたすべての活動は開始されている。成果 3 はプロジェクト終了

までに達成される見込みである。  

 



 9

活動 3-1：  LT への研修を実施する。  

指標 3-1：  適切な酪農技術に関する研修を実施できる LT の数が 40 名となる。  
 

2008 年 4 月の JCC にて承認された 2 ターゲット地域（フンエン省及びタインホア

省）の協力地域への変更により、指標 3－1 の LT 数を 40 名（10 名×4 地域）から 20

名（10 名×2 地域）に変更することが提案された。この変更は次回の JCC で検討さ

れる予定である。  

ビンツオン郡 10 名及びモクチョウ郡 10 名の LT は既に「臨床獣医技術上級」及

び「飼養管理技術実践」の研修へ参加している。それゆえ、提案された新指標が採

用されれば、指標は既に満足できるレベルで達成されている。  

 

活動 3-2：  モデル農家における技術改善を支援する。  

指標 3-2：  LT のモデル農家に対する改善された酪農技術の普及活動の数が 80 例

になる。  
 

「稲ワラの尿素処理」、「暑熱時のストレスの管理」及び「蹄の管理」等の LT によ

って改善された普及活動は、調査団が訪問した大方のモデル農家で確認された。  

しかしながら、LT による普及活動の記録は事例を特定するために必要である。指

標 3－2 はプロジェクトの終了までに達成される見込みである。  

 

活動 3-3：  ターゲット地域と協力し、農家への普及・研修活動を実施する。  

指標 3-3： ターゲット地域における農家への普及・研修活動の数が 1,000x 件数と

なる。  

 

  これまで普及活動としての農民セミナーが 8 回（ビンツオン郡 4 回、モクチョウ

郡 4 回）行われ、合計で 630 名の参加者を得ている。指標 3-3 はプロジェクトの終

了までに達成される見込みである。  

 

２－５ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標： プロジェクトのターゲット地域において酪農技術の普及活動

が改善される。  

NT、LT、モデル農家へのインタビューによって、ターゲット地域の LT の普及活動

は改善されていることが確認された。LT 研修の終了後、村レベルで活動している LT

は、向上した知識・技術・経験をもってモデル農家を含む酪農家を頻繁に訪問するこ

とが期待されている。村レベルの LT は、酪農家の問題に対応し続け、もし酪農家の

問題が重大であるときは、郡や省レベルの上部組織へ支援を求めることも期待されて

いる。また、この支援はビンツオン省、モクチョウ郡、フンエン省では実際に行われ

ていることが、インタビューで確認されている。  

また、牛 1 頭あたりの生産性についてもインタビューにより数値が得られ、ビンツ
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オン郡においては、目標に近い数字が示されている他、プロジェクトにおいても、2007

年のモデル農家の経産牛の頭数のデータを確定できれば、指標の数値を出せることが

確認された。  

したがって、プロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成される見込みである。  

下記の 2 つの指標の達成度については、数値では示されていないが、下記の指標の準

備状況から満足できるレベルであると推測できる。しかしながら、指標の測定方法に

ついて明確にし、至急基礎データを集めるべきである。  

 

指標 1：改善・指導された酪農技術の 75％がプロジェクトのターゲット地域におい

て利用されること。  

 調査団の視察によって、大方のモデル農家に対して LT 研修で教授した酪農技術が

応用されていることが分かった。そのため、指標 1 は高い割合で達成できると考えら

れる。しかしながら、指標について適切な方法で量的に測定すべきである。  

 現在、プロジェクトでは酪農家の技術レベルを評価するツールとして「酪農管理評

価モニタリングシート」を作成中であり、そのシートにより「酪農家のための改善さ

れた管理技術」として選択された技術が明らかになることが期待されている。このシ

ートを使って評価の結果を基に、改善された技術を特定し、また、特定された技術に

ついての達成度を評価することが期待される。これによって改善された技術がどの程

度モデル農家に応用されているかを測定できる。  

プロジェクトはこのシートの最終版を至急作成し、モニタリングの結果を次回の

JCC に報告し、承認を得て実施すべきである。  

 

指標 2： プロジェクトのターゲット地域のモデル農家において、平均個体別乳量が  

15％増加する。  

 ビンツオン郡で 14.6%（2006 年 10 月の乳期 305 日の 1 頭あたりの乳量が 4.1 トン、

2008 年 10 月では 4.7 トン）の増加が、また、モクチョウ郡で 2.0%（2006 年 12 月の 1

日 1 頭当たりの乳量が 16.36 リットル、2008 年 10 月では 16.72 リットル）の増加が報

告された。モデル農家の選定の終了は 2007 年 8 月、農家の技術レベルの調査の終了が

2008 年 5 月と、計画よりやや遅れて実施された。  

しかしながら、2007 年と 2008 年のモデル農家毎の牛乳生産量が調査で得られてお

り、加えて、詳細な牛乳生産量を得るための記録・報告制度を確立しつつある。プロ

ジェクトは、普及活動の効果及び農家管理に影響を与える他の要因があればそれを明

らかにするため、モデル農家毎の生産量を収集し続けるべきである。  

 

２－６ 上位目標の達成状況 

上位目標：  北部ベトナムにおける中小規模酪農の牛乳生産性が増加する。  

北部ベトナムの 1 頭あたりの生産量については 56％増加している。下記の指標の数

値を使って計算すると、2005 年 8 月では 1 頭当たり 1.34 トンであるが、2007 年 8 月

では 1 頭当たり 2.09 トンである。  
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指標 1：北部ベトナムの中小規模酪農家による牛乳生産が 80％増加する。  

農業農村開発省（MARD）畜産局のデータによると 2005 年 8 月時点の北部ベトナム

（フエ市及びフエ市より北部に位置する省・特別市）の牛乳の生産量は 35,230 トンで、

2007 年 8 月時点では 24,669 トンであり、減少率は 30％である。減少の理由は乳価が

低く抑えられてきており (政府決定価格は、2006 年 8 月に最低価格１  あたり 3,600 ド

ンであった )、かつ、ベ国の酪農振興プロジェクトによる支援が少なくなってきた時期

と一致する。  

それゆえ、酪農家の中には酪農で生計を立てることができなくなった者もいた。し

かしながら、乳価が自由化されて 2007 年から上昇をし始め、2007 年 4 月に 4,300 ド

ン、同年 6 月に 6,300 ドンとなり 2008 年 11 月現在では約 7,000‐8,000 ドンで取引さ

れている。それゆえ、酪農家の数は現在増加し続けている。  

 

指標 2：  北部ベトナムの中小規模酪農家により飼養される乳牛の頭数が 70％増加

する。  

 MARD 畜産局のデータによると 2005 年 8 月のデータでは北部ベトナムの乳牛頭数

は 26,308 頭であり、2007 年 8 月では 11,800 頭であり、減少率は 55%である。しかし

ながら、上記と同様の理由で、乳牛数は今後増加すると期待できる。増加の例として

は、ビンフック省では 2007 年に 440 頭、2008 年 10 月で約 729 頭、フンエン省では 2007

年に 598 頭、2008 年 10 月で約 700 頭である。  

終了時評価、事後評価に向けて、MARD 畜産部発行のデータを利用するに当たり注

意すべき点のひとつは、データの集計時期が 8 月 1 日付であり、そのデータは次の年

の 11 月上旬に速報値が出るということである。また、このデータは北部ベトナムの乳

牛数全体を表しており、プロジェクトが目標としている中小規模酪農家で飼われてい

る乳牛頭数と乳量を算出するには、さらにデータ（中小酪農家で飼われている乳牛数

と乳量）が必要ということである。また、上位目標は、この 2 つの指標を使って北部

ベトナムに住む牛 1 頭あたりの牛乳生産性が、ある基準から 80％増加したかどうかを

計算する必要があり、その基準のデータを至急導き出す必要がある。または、中小規

模酪農家別のデータの算出が困難であれば、指標を再設定する必要がある。  

 

２－７ 指標以外によるプロジェクト評価 

(1) 実施プロセス  

  活動は、おおむね計画通り進んでおり、日越双方のプロジェクト関係者とターゲッ  

トグループとの関係もほぼ良好であり、また、マネジメントに大きな問題点はなく、 

関係者の認識も一様に高く、かつ一致している。  

関係機関の数は多く、物理的距離も離れているが、各機関（国立畜産研究所（NIAH）、  

STED、バビ牛・牧草センター、MARD 畜産局、各地区の実施機関（モクチョウ酪農  

公社、ビンツオン郡農業普及ステーション、フンエン省農業農村開発局（DARD）、  

タインホア省 DARD、プロジェクト専門家チーム、 JICA）の連携もおおむね良く、  

現状やプロジェクトについて、大きな見解の相違は見られなかった。  

調査中、NT から日本側調査団に対し、プロジェクト（STED）業務に対し対価が支
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払われても良いのではないかというコメントがあった。NT8 名のうち 6 名はプロジ

ェクト開始以前にバビセンターに雇用され、プロジェクト開始後に STED の業務の兼

任を命じられ、残りの 2 名は NIAH に雇用され、プロジェクト開始後 STED の研修業

務の兼任を命じられ、必要な場合 STED に勤務している状況であり、STED の業務は

あとから追加された形となっている。  

  彼らの言い分の根拠は、ベトナムでは基本給与に加え、プロジェクトごとに手当が

加わるという慣習であること、及びベルギーの酪農プロジェクトはカウンターパート

に手当を支給しており、NIAH や STED の幹部が兼務しながら手当（200～300 US ド

ル）を支給されている現状を目の当たりにしていることにあると思われる。  

  しかしながら、このプロジェクトを開始するに当たって、NT の主張する「プロジ

ェクト」に対する手当はベトナム側が手当することで合意されている。実際のところ、

2007 年１月から MARD から NIAH にプロジェクト経費が支出されていて、カウンタ

ーパート費用についても支払われている模様である。NT の不満は、察するに、その

金額にあるのではないかと思われる。  

しかしながら、自立発展性の面から見て、プロジェクト終了後の円滑なベ国側への

移行を図るため、日本側から直接 NT に人件費を支払うことは好ましくないと考えら

れる。調査団は、ミニッツ協議の席上においては、カウンターパートの業務量が過多

にならないようベ国側に申し入れ、今後、留意するとの回答を得た。  

 

(2) PDM の運用（プロジェクトのマネジメント）  

  プロジェクト目標の指標 1 に対して質・量の両面でモデル農家の技術の導入程度を  

計ることを目的にプロジェクトから前述の「酪農管理評価モニタリングシート」（案） 

が示された。本シートに対して、調査中に本調査の評価メンバーであるハノイ農業大  

学チャック教授からコメントを受け、原案作成の最終段階に来ている。今後はモデル  

農家に適用し、導入程度を点数で表し、プロジェクト終了までの改善目標数値を設定  

することとなる。今後のスケジュールとしては、旧正月（2009 年 1 月下旬）以前に  

モデル農家全戸（20 戸）を対象にデータを取り、2009 年 4 月の JCC で承認を受けて  

正式なツールとして使われることとなる。  

 

(3) 乳価・乳製品の関税（外部条件に係る項目）  

1) 乳価  

   乳価については、「乳価が急激に下落しないこと」がプロジェクト目標から上位  

目標に至るまでの外部条件として設定されている。本調査において、各方面のイン  

タビューから、乳価が酪農家数の増減に大きくかかわっていることが分かった。ビ  

ンフック省（2000 年酪農開始、2004 年に 666 頭でピーク、2007 年に 440 頭で底を  

つき、2008 年 10 月現在では 729 頭）、フンエン省（2003 年酪農開始、2005 年に 2057 

頭でピーク、2007 年に 598 頭で底をつき、2008 年 10 月現在では約 700 頭）の乳牛  

頭数の増減がそれを如実に物語っている。乳価は、NIAH によると、2006 年 8 月に  

市場価格に委ねられるまでは国が決めていた (政府決定価格：  2006 年 8 月時点で  

１  あたり 3,600 ドン=約 20 円 )。これ以後乳価は順調に値上がりし、2007 年 4 月  
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に 4,300VND=約 24 円となり、2007 年 6 月には 6,300VND=約 36 円となった。現在  

は 7,000VND-8,000VND(約 40～45 円 )の水準である。  

現在、乳価に関して国は全く関与していないものの、牛乳の消費量が年々増加し  

ていているため上昇しているが、一方で、2008 年 10 月のメラミン混入事件では、 

先進国の製品や特定のメーカーに消費者が集中したという下落の要因もある。  

 

2) 乳製品の関税  

MARD 畜産局長によると乳製品の 75%が輸入である。WTO から関税率引き下げ  

の圧力が強まる中、国内産業の保護のためには現行の割合からこれ以上下げること

はできないというのがベ国側関係者の意見である。半年から 1 年間、予定より早く

乳製品の関税を引き下げたので、外国の乳製品が多く入ってきて、国内の酪農が危

うくなってきたというのが NIAH の認識である。このような状況の中、元 NIAH 所

長で現国会常務委員の Van 氏が、「輸入した乳製品と同じ量の乳製品を国内から調

達することを牛乳メーカーに強制する」法律の準備を進めている（つまり乳製品の

輸入量を 50％以下にする）。  

 

3）乳価の下落、乳製品の関税引き下げへの地域レベルの対応  

モクチョウ郡の「モクチョウ酪農公社」では輸入品を一切使っていないというキ  

ャッチフレーズを使い、メラミン騒動の際は逆に売り上げを伸ばした。また、低温

殺菌牛乳の販売、バターやチーズへの加工も行っている。なお、ビンティン村では

行われていない。  

STED のあるバビ地区では、酪農家の一部は牛乳会社に卸さず、ヨーグルト、プ  

リンや粉乳を固めたお菓子 (バインスア )を製造する農家や工場へ卸している。これ

らの農家や工場は、バビ地区において一般家庭や観光客向けに販売し、一部はハノ

イ市中心部で販売している（ヨーグルト・プリンとも約 100cc で 5000VND=約 30

円）。しかしながらメラミン騒動の際は売り上げの減少など、影響があったとのこ

とであった。  
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第 3 章 調査結果  

 

３－１ 対象地域における酪農生産の現状と課題 

（1）現状  

①  ビンフック省ビンツオン地区  

 ビンツオン地区は水田畑作地帯でハノイ市につながるソン河沿いに位置し、技術

者のレベルが比較的高い地区である。本地区では農家戸数、飼養頭数、牛乳生産量

において 2002 年から 2004 年まで順調に伸ばしてきたが、2005 年以降は減少に転じ

2007 年にはピークである 2004 年の 54％まで減少している。この要因として考えら

れるのは、前述のとおり、2006 年までは 3,200 ドン /kg（＝20 円 /kg）と生産者乳価

が極めて低く抑えられていたことなどが、酪農家の廃業を助長させたものと思われ

る。2007 年以降は生産者乳価が値上げされ、本調査聞取りでは 7,000～7,500 ドン /kg

（＝40～45 円 /kg）であった。  

一方、1 頭当たりの牛乳生産量は、2005 年に 3,530kg に落ち込んだものの、2006

年、2007 年と回復し 2007 年には 4,820kg に上昇している。  

 

表 1 ビンツォン地区の飼養頭数及び生乳生産量  

年度  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

飼養頭数（頭）  471 601 666 582 459 440 729 

生乳生産量（ｔ） 550 692 1050 1000 950 1350 692

1 日 1 頭当たり

乳量 (kg) 

13.86  10.81  12.26  11.57 13.54 15.80  15.40 

※2008 年 10 月現在、農業農村開発省畜産局データ  

 

②  ソンラ省モクチョウ地区  

 モクチョウ地区は酪農が開始されてから 50 年の歴史を持つ酪農の盛んな地域で

あるが、本地区においてもビンフック省と同様に 2004 年をピークに飼養頭数が減

少したが、僅かな減少にとどまり 2006 年以降順調に増加している。  

1 頭当たり日乳量は 2002 年には 13.5kg であったが 2008 年 10 月現在 16.75kg で約

3kg 増加しており、飼養技術の改善が進んでいることが伺える。  
 

表 2 モクチョウ地区の飼養頭数及び生乳生産量  

年度  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

飼養頭数（頭）  2,260 2,783 3,202 3,187 3,265 3,674 4,067 

生乳生産量（ｔ） 4,959 6,303 6,907 6,909 7,490 9,530 10,013 

1 日 1 頭当たり

乳量 (kg) 

13.35 15.70 15.60 15.48 16.30 16.43 16.75 

※2008 年 10 月現在、農業農村開発省畜産局データ  
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（2）課題  

 飼養頭数が 2004 年をピークに減少しているが、この要因として酪農振興計画に

よって新規に就農した酪農家が多く、それらの技術不足や 2006 年までの低乳価な

どが考えられる。2007 年以降乳価は値上げされ改善されつつあるが、充分とはいえ

ず安定した価格の設定が課題である。  

 

３－２ 対象地域における酪農生産技術の現状と課題 

（1）現状  

①  飼養管理  

対象地域では 5～10 頭程度の乳牛を飼養する中小規模の農家が多く、飼養品種の

ほとんどがＦ2、Ｆ3（HF 血量 75～82.5％）である。牛は牛舎内で繋ぎ飼いされて

いるのが殆どであるが、モクチョウ地区の一部ではパドックを設置し、運動をさせ

ている農家も見受けられる。牛舎は比較的開放的な構造であるが、牛床がコンクリ

ート仕上げであるにも拘らず、敷料を一切使用されておらず、肢蹄への負担が大き

いうえに削蹄も実施されていないため、四肢に障害を持つものが多く見受けられる。 

 

②  飼料生産  

酪農家は飼料生産用の土地を所有し、主にキンググラス、ギニアグラス、パンゴ

タグラスなどを生産しており、牛の栄養状態を見る限りでは、著しく痩せたものも

なく概ね必要量が確保されているものと思われる。当地は 12 月～2 月が冬期で飼料

作物の伸びが停滞し飼料不足になるため、稲ワラ、キャッサバ、トウモロコシの茎

葉、バナナの幹、ビール製造粕などの副産物が利用されており、一部の農家ではト

ウモロコシサイレージ、乾草などの生産が行われている。  

 

③  家畜衛生  

子牛の下痢症、乳房炎、繁殖障害、寄生虫病（ダニ、ハエなど）が深刻な問題の

ようである。本プロジェクトではこれらの疾病の予防及び治療技術について技術移

転を行っているが、今回の農家訪問では農民から簡単な病気の治療法をもっと教え

て欲しいと言う声が多く聞かれた。  

 

（2）課題  

①  飼養管理  

 一般飼養管理の技術不足によって、本来持っている個々の能力を充分発揮できな

い状況にある。子牛の飼養管理を例に取ると、初乳の給与、哺乳量、哺乳期間、カ

ーフハッチの利用などの基本技術の指導が行われているが、今後は給与飼料の成分

分析値に基づいた飼料設計技術の指導が必要になると考える。これらの技術が全体

に浸透すれば生産性の向上が図られるものと考える。  

 

②  飼料生産  

酪農家は、農地面積が限られているにせよ、飼料生産用の農地を所有し牧草の栽
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培を行っている。少ない面積から、より多くの飼料生産を可能にするには畑の地力

向上、牧草の適正品種の導入などが必要となる。今回の調査では牛の糞尿を水で洗

い流す農家がほとんどで、堆肥化して圃場へ還元している農家が少ないようである。

家畜の糞尿を堆肥化し肥料として利用することによって地力維持が図られるとと

もに、環境汚染対策にもつながるものと考える。  

 

③  家畜衛生  

 子牛の下痢、乳房炎、繁殖障害の発生が、（本調査では）それほど深刻な状況で

ないようだが、飼養頭数の増加、泌乳能力の向上、ミルカーの普及などに伴い多発

することが予想される。これら疾病を防ぐには日々の適切な栄養管理や早期発見、

早期治療が重要となることから、きめ細かい指導が必要となる。    

 

３－３ 対象地域における酪農生産にかかる技術者等の現状と課題 

（1）現状  

 ビンフック省ビンツオン地区は農業畜産に熱心な地区で、農業普及所の体制がし

っかりしている。もう一方のソンラ省モクチョウ地区についても、50 年の酪農の歴

史があるだけに、酪農協、牛乳加工場、飼料工場を持ち、熱心な技術者が多く、酪

農家も勉強熱心で、研修費用を自ら負担してでも参加したいという酪農家もあった。 

 

（2）課題  

 NT、LT の技術レベルは本邦研修や JICA 専門家の指導により確実に向上をしてい

るが、一方で若い技術者が多く、実践面での経験が浅いため農民に理解されないケ

ースが多々あるようだ。酪農家に信頼されるためにはより一層の実践経験を踏む必

要がある。  

 

３－４ 対象地域における酪農生産普及の現状と課題 

（1）現状  

 2001 年から始まった国家酪農振興計画では 2015 年の最終目標年には 30 万頭に増

頭する計画となっているが、計画達成には北部地域の役割が大である。とりわけ、

本プロジェクトの対象 2 地域は、それぞれ立地条件が異なるが、ビンフック省につ

いては大消費地のハノイ市に近く立地条件に恵まれている。  

一方、ソンラ省モクチョウは標高が高く冷涼な地域で、乳牛に極めて適した地域

である。ハノイ市からは約 200ｋｍ離れているが、牛乳加工場があるため、条件が

整った有望な地域である。  

 

（2）課題  

 ベ国政府は畜産振興を重要な政策課題として位置づけ、数々の振興施策を講じて

おり、今後も継続実施することが見込まれる。その中で酪農普及の鍵は、なんと言

っても酪農経営が成り立つ生産者乳価の決定である。聞き取りによれば 2006 年 8

月に国内酪農委員会を設立し、酪農家の利益を確保するために、乳業会社、消費者
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団体及び政府による協議を経て価格を決定し大幅に値上げされたようであるが、今

後も継続が必要である。  

ちなみに、店頭の牛乳販売価格は 20,000VND/ であるのに対し、乳価は 7,000～

7,500VND/ と格差があるため、結果として乳業メーカーの利益が大きく、生産者と

消費者の利益が小さくなっている。また、乳価の引き上げは生産者の意欲を増し、

牛乳販売価格の引き下げは牛乳の消費量の増加を促すことから、これらが実現すれ

ば、「国家酪農振興計画」の目標である乳量の増加が達成されるものと考える。  

 

（参考データ )     

 表 3 生乳価格の推移  

2005 年  3,851 ドン /kg 

2006 年  4,600 ドン /kg 

2007 年  5,000 ドン /kg 

2008 年  7,500 ドン /kg 

※2005～2007 年のデータは森山氏（前長期専門家）の報告より、2008 年は

本調査の聞き取りによる。  

 

 表 4 乳用雌牛の購入価格  

2002 年  2,500 万ドン  

2004 年  1,500 万ドン  

2008 年    800 万ドン  

※2002、2004 年のデータは森山氏（前長期専門家）の報告より、2008 年は

本調査の聞き取りによる。  
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第 4 章 評価の結果  

 

４－１ 評価結果総括 

 プロジェクト後半の実施に役立てるため、「評価 5 項目」の観点からプロジェクトを

評価した。現段階で 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に

ついておおむね高い又は適切であるという評価が得られた。  

 

４－２ 評価 5 項目による分析 

４－２－１ 妥当性  

  妥当性は以下の観点から高いと判断された。  

(1) ベ国政府の政策との一致  

 「社会経済開発 10 ヵ年戦略 (2001～2010 年 )」及び「国家酪農振興計画 (2001～2010

年 )」について変更がなく、酪農振興は引き続き重要な政策課題であることが確認さ

れた。  

 

(2) 日本政府の政策との一致  

1) ODA 戦略  

  政府開発援助 (ODA)大綱のうち、重点課題  「貧困削減」及び「持続的成長」に

一致する。  
 

2) 対ベ国別援助計画  

  重点分野のうち、「社会・生活面の向上と格差是正」に一致する。  

 

3) JICA 対ベ国事業展開計画  

援助重点分野「社会・生活面の向上と格差是正」のうち、開発課題「地方開発・

生計向上」及びプログラム「北西部山岳地域開発」に位置づけられている。  

 

(3) ターゲットグループとの一致  

1) ナショナルトレーナー (NT) 

  すべての NT はプロジェクト活動に引き続いて参加する意思があると言及して

いる。また、LT 及びモデル農家から NT の活動を評価するコメントが得られてい

る。  

 

2) ローカルトレーナー (LT) 

 ビンツォン郡の農業普及ステーション及び農業普及員、フンエン省 DARD、モク

チョウ酪農公社から LT 研修は有益であり、LT は酪農家に必要な技術を提供し続け

ているとのコメントが得られている。  
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3) モデル農家  

 多くのモデル農家は、LT またはプロジェクトが行った農民セミナーから得られた

技術を導入している。  

 

4) 消費者  

 牛乳一人当たりの消費量は 1990 年に 0.5kg、2005 年には 9.0kg であり、牛乳の消

費量は年々増えてきている。この背景には嗜好品の欧米化の他に、牛乳を飲むこと

で身長が伸びると信じられていること、また、学校で牛乳を配布するプログラムが

教育訓練省で進められていることが挙げられる。  

 また、消費量の 80％が輸入に頼っている状況で、2008 年 10 月に発生したメラミ

ン混入問題は、メラミン混入が発覚した牛乳会社から生乳の買取り制限（ビンティ

ン村では、発生後 3 日間通常の 70％の制限があった）や、数日間生乳の買い手がつ

かない事態が発生した。一方、外国の粉乳を使用していない牛乳の消費量増大と品

不足（モクチョウ酪農公社）とプロジェクトに関する地区において両極端の状態が

一時期存在し (モクチョウ酪農公社の品不足は現在も続いている )、消費者の安全な

牛乳への嗜好が明らかになっている。  

 

４－２－２ 有効性  

 有効性は高いと判断される。  

 プロジェクト活動の進捗はほぼ計画通りであり、NT と LT の更なる能力開発が行

われている。それゆえ、プロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成されると

期待される。しかしながら、プロジェクト目標の指標の測定方法について明確にし、

基礎データを速やかに収集すべきである。  

 

４－２－３ 効率性  

 効率性はほぼ高いと判断される。  

 日越双方の投入は質、量、時期において概して適切であり、プロジェクト活動に

適切に使用されている。  

 

４－２－４ インパクト  

上位目標達成の見通しについては、 2-6 の通り北部ベトナムの乳牛の生産性は

2005 年から 2007 年の間に 56％増加している。  

その他に以下のインパクトが見られた。  

(1) 上位目標  

2-5 に記載の通り、乳牛の生産性は向上している。乳量、乳牛の頭数については、

得られた 2005 年及び 2007 年のデータの比較では減少しているが、2007 年以降の乳

価の上昇に合わせて、ターゲット・協力地域で乳量・乳牛頭数の増加がみられる。 

 

(2) バビ地区の NT の活動  

 ハノイ市のバビ地区は、STED の所在地であるが、PDM ではプロジェクトのター
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ゲット /協力地域には入っていない。しかしながら、酪農家へのセミナー、助言、治

療は酪農家に高く評価されている。このような事実から、プロジェクトの結果、特

に、NT 研修は順調に進捗していると考えることができる。  

 

(3) ターゲット /協力地域以外からの LT 研修への応募申込の増加  

ターゲット /協力地域以外からの LT 研修への参加要請が増えてきている。NIAH

は独自の資金を利用してこの要求に応えてきている。このことは上位目標の達成に

貢献している。  
 

４－２－５ 自立発展性  

政策的自立発展性は担保されている。現在、NIAH で計画中の STED の機能を拡

大した「北部ベトナム酪農生産研修・普及センター（仮称）」が MARD によって承

認されれば、組織的・経済的な自立発展性はより強固となる。財政的自立発展性は、

ほぼ担保されていると期待できる。技術的自立発展性は、酪農技術の普及のための

NT と LT の研修に係る能力開発によって担保されている。  

 

(1) 政策的要因  

首相によって 2008 年に公表された「2020 年に向けた牧畜業振興のための戦略」

によると、乳牛の目標頭数は 2020 年に 50 万頭であり、目標乳量は 100 万トンであ

る。これはプロジェクトの戦略と活動を支えている。  
 

(2) 組織的要因  

現在、ほとんどの LT 研修は、NT によって準備されている。NT 候補者全員は、

NT として継続して働く意思を持っている。NIAH は NT の辞職等によって欠員が生

じた場合には、すぐに補充すると言及している。上記の状況を考慮すると、技術移

転の NT 体制の継続の可能性は高いと思われる。  
 

(3) 財政的要因  

NIAH はプロジェクト終了後の予算措置を MARD に申請している。なお、調査団

との協議において、STED の北部ベトナム酪農生産研修・普及センター（仮称）施

設のための予算が承認されたと、MARD から発言があった。  

また、当プロジェクト実施以前に実施された「牛人工授精技術向上計画プロジェ

クト」の終了後、農業普及センター等が予算を支出して STED で人工授精の研修を

行っているところからも、ベ国側のプロジェクトの継続に対する意識が強いことが

うかがえる。  

 

(4) 技術的要因  

LT 研修に参加した者は、省の酪農生産のスタッフ、村レベルの農業普及員または

獣医、酪農公社の技術スタッフである。彼らは業務上または酪農家の問題を解決す

る上で、学んだ技術を有効に利用している。  
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モデル農家からの更なる要求は、プロジェクトによる農民セミナーへの参加であ

ることが調査団による関係機関やモデル農家へのインタビューや質問表の結果か

ら明らかになった。  
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第 5 章 提言  

 

プロジェクト後半に向けた課題・懸案事項に対する提言は、以下のとおりである。 

(1) 協力対象地域への変更に係る教訓  

 2008 年 4 月の JCC において開始当初設定されていた 4 つのターゲット地域のうち、

タインホア省とフンエン省がバビにおける LT 研修のみ受け入れる協力対象地域へ変

更になった。このうちタインホア省については、製糖工場の農場が民間企業である

Vinamilk 社に買収され、周辺の酪農家が保有していた牛の大部分を当該農場に返還し

て廃業したという想定外の事象が起こったため、やむを得なかったものと考えられる。 

他方、フンエン省については、以下のように、やや詳細な事情が明らかになった。 

① 2006～2007 年の乳価が低かった時期に酪農家の廃業が相次ぎ、地域の農家及び LT

を含む関係者の一体感や熱意が失われてしまった。  

② 2006 年まで国の酪農開発プロジェクトがあり、省レベルの酪農開発委員会があっ

た。2007 年のはじめに当該プロジェクトが終了して酪農振興業務が郡の畜産部に

移管されたが、そのときに国の予算措置（補助）もなくなってしまった。  

③ 郡の畜産部としては、LT（実際に農家を指導するコミューン・レベルの LT）を研

修に派遣するための資金及び郡職員以外への支出に関する規定がないことが最大

のネックとなっている。また、郡の窓口担当者の属人的な問題から非協力的な面も

ある模様である。  

④ 副次的な問題だが、同じ新興の酪農地帯であるビンフック省に比べて STED へのア

クセスに時間がかかる（バイクで 2～3 時間）。  

 

当面、フンエン省については、NIAH が LT 研修に必要な資金を提供する方向で調整

が進んでいるが、上位目標レベルのベトナム北部全域への展開も視野に入れると、こ

こから引き出される教訓は以下のとおり。  
 

① 乳価の安定化や普及活動の改善など、国による酪農振興政策の事業化を推進し、事

業実施に当たっては国、省、郡の関係機関の連携体制を構築するべきである。ビン

フック省のように農業普及部局を主体的に関与させるのも有効である。  

② 郡をはじめ地方行政機関は独自の財源に乏しく、さらに公務員以外の多くの LT に

旅費等を支出できる仕組みがないことから、MARD や NIAH のような国の機関が、

資金的な補助を実施すべきである。  

③ 特に、プロジェクトの拠点から離れた遠隔地の場合、プロジェクト側も積極的に対

象地域で研修後のフォローアップ活動を実施するなど、良好な関係の構築・維持に

引き続き留意すべきである。  

 

(2) NT の資格認証制度と待遇の改善  

 NT に関して、人材としての質の確保及びモチベーションの向上を図るため、何ら

かの資格認証制度を設けることは有効と考えられる。資格の認証に当たっては、基準
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（担当分野の技術レベル、LT に対する指導能力等）を明確にした上で、資格認証委員

会（仮称）で協議した上で認定するなど、客観性及び透明性を担保することが重要で

ある。また、NT の技術的専門性のレベルや技術普及員として広範に門戸を開くべき

性格から、日本の獣医師や家畜人工授精師のような免許（資格を保持していない者は

業務を行うことが禁止される）にすることは妥当でないが、資格の質を高めるために

も、認証の前提として何らかの試験（学科及び実技）を課すことが必要と考える。  

 協議の場において、MARD や NIAH の幹部職員は資格認証制度の設置に賛同してい

た。他方、NT に対する聞き取り結果によると、一部の NT から賛同の声があがったも

のの、現状でも仕事は支障なくできる状況にあり、収入や待遇の向上にリンクしない

のであれば、それほど必要性は感じないという意見もあった。経済的なインセンティ

ブを付与することだけに傾斜することは、技術協力の趣旨からしても適切でないが、

確かに資格の価値が保持することによって得られる利益と密接に関係するのは明らか

であるので、MARD や NIAH にも一定の配慮を求めたいところである。  

 なお、LT の資格認証制度については、地域や個人によって技術水準に相当ばらつき

があること、聞き取り調査の結果、LT 自身も現行の研修修了証書でほぼ十分と捉えて

いることから、将来はともかく、現時点では時期尚早であろう。  

 

(3) ローカル・トレーナー（LT）の育成  

 LT への研修は予定通り進捗しており、目標人数である 2 地域計 20 名の研修を終了

している。今後は、LT 研修後の現地フォローアップ研修を強化し、LT の実践能力を

高めることが重要である。  

 ソンラ省モクチョウにおいては、LT 候補者が LT 研修を受講した後、現地でフィー

ドバックを目的とした農民対象のセミナーを実施することを義務付け、また、その実

施費用を実施機関であるモクチョウ酪農公社が負担するなど、LT 研修の成果の普及に

尽力している。しかし、LT 候補者の資格要件、研修後の各地域での役割とその重要性

については、地方を含めた関係機関で再度、認識を統一する必要がある。  

 協力地域となった 2 省（タインホア省・フンエン省）からの LT 研修への参加につい

ては、各地域において参加の必要な LT 研修の有無を再確認し、必要性がある場合には、

NIAH と各省 DARD にて調整し、LT 研修への参加を行うべきである。  

 

(4) STED の将来構想とベ国側のオーナーシップ  

 活動の拠点になるハノイ市バビの STED は、実質的には、JICA プロジェクトのため

に NIAH の下部機関であるバビ牛牧草センターの中に設立された組織である。その活

動計画は基本的にプロジェクト活動とほぼ一体化しており、高度な技術と指導力を有

する日本人専門家のリーダーシップのもとで組織として機能している現状にある。  

このため、プロジェクト終了後に STED の機能が、ベ国側のオーナーシップのもとで

自立的に運営されるかどうかが若干懸念される。  

 ベ国側もこの自立発展性の問題には留意しており、プロジェクトの終了後、STED

を「酪農研修センター（仮称）」に発展させるため、NIAH から MARD に予算申請し

ており、施設整備等の初期投資として 69 億ドン（約 4～5 千万円）が承認される見込
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み（ほぼ確定）とのことであった。日本側からの働きかけがあったとは言え、プロジ

ェクトの中間評価時点で終了後に C/P 組織を強化するための予算措置が相手国側から

なされる事例はあまりないことから、ベ国関係機関のオーナーシップと努力は高く評

価されるべきである。  

一方、この「酪農研修センター（仮称）」の対象家畜に肉用牛も含める案もあるな

ど、施設の位置付けが完全に明確化されておらず、また、運営経費についてまだ予算

的な裏づけが確定していない模様のため、引き続きベ国側の措置を求めるとともに、

運営体制整備に関して日本側も必要な助言・支援は行うべきである。  
 

(5) 消費者の安全性への認識の高まり  

 最近の牛乳へのメラミン混入問題は、ベ国でもしばしの牛乳消費量の減少などに繋

がったなど、消費者の安全性への認識は年々高まっている。本プロジェクトの実施に

おいても、この点について留意し、NT/LT 研修や農家セミナーなどでその対応を取り

上げるなどをすることとし、また、ベトナム側も、牛乳・乳牛の生産量の増加に加え

て、安全性を確保することを重視するべきである。  

 

(6) プロジェクト運営上の課題（電気容量の不足）  

STED のあるバビセンターの電気容量は極端に不足し、特に、夏季の研修実施場所

や執務室の環境が良くない状況にあり、運営指導調査団や JCC にて指摘されているも

のの、依然改善されていない。調査団より、恒久的な電源の確保は R/D 上もベトナム

側の措置とされているので、ベトナム側が解決するべきであるとの提言を再度行い、

ミニッツにも記載したが、ミニッツ署名時に、ベトナム側評価チーム  団長より、近々、

工事を行い、十分な電気供給を行う予定であるとの発言があった。  

 

(7) 今後のプロジェクト開始における本プロジェクトからの教訓の抽出  

今後、同様のプロジェクトを実施する際には、開始前に中央機関とプロジェクト実

施地域の地方機関の実施体制やプロジェクトのキャパシティを考慮し、経費分担を明

確にした上で、慎重に実施地域を設定すべきである。また、プロジェクト開始後も、

相互の連絡体制を強化し、意識を共有することが円滑なプロジェクトの実施を行う上

で重要である。  

 

(8) PDM の変更  

 プロジェクト前半の活動内容に応じ、以下の通り、PDM の一部に変更が必要と考え

られる。本変更については、次回の JCC にて検討・承認される見込みである。  

 
項目  Version 3.0 修正案  変更理由  

成果 1-2 
 

STED が現場レベルの酪

農家において適切な獣医

及 び 飼 養 管 理 技 術 を 開

発 ・ 改 善 す る 。  

STED が酪農技術に

関わる研修コースを

開 発 ・ 改 善 す る 。

・活動 1.2.に対応す

べ き 指 標 1 - 2 . は 、

「  S T E D により開

発・改善される研修
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活動 1-2-1 STED が獣医技術を開発・

改善する。  
 

STED が獣医技術に

関わる研修コースを

開 発 ・ 改 善 す る 。

活動 1-2-2 STED が飼養管理技術を

開発・改善する。  
STED が飼養管理技

術に関わる研修コー

スを開発・改善する。

コースの数が 5 コー

スになる。」であり、

整合性が取れていな

い。技術の開発･改善

に つ い て は 、 活 動

1.4.の「実証展示」の

中 で 実 施 す る 。

成果 1-3 STED が研修及び技術移

転のための方法、同時に

研修カリキュラムと教材

を 開 発 ・ 改 善 す る 。  

STED が研修及び技

術 移 転 の た め の 方

法、同時に研修教材

を開発・改善する。

活動 1-3-2 STED が LT への研修カリ

キュラムを開発・改善す

る 。  

削除  

活動 1-3-3 STED が LT への研修教材

を開発・改善する。  
活動 1-3-2 へ（番号の

振りなおし）  
活動 1-3-4 STED が農家への研修教

材を開発する。  
活動 1-3-3 へ（番号の

振りなおし）  

・活動 1.3.「研修カ

リキュラムの開発・

改善」は、（新）活動

1-2 案  「研修コース

の開発・改善」と重

複する。  
・活動に対応する指

標 1-3.も、「STED に

より開発・改善され

る研修・普及用の教

材の数が 15 件（5 件

の研修用テキストと

10 件の農民用リー

フレット）になる。」

であり、研修カリキ

ュラムには触れてい

ない。  
活動 1-4-2 STED が中小規模酪農家

において適切な技術を開

発・改善する。  
  

STED が中小規模酪

農家において適切な

乳牛飼養管理技術を

実証展示する。  
 

・活動 1.4.に対応す

る PO の中項目 1-4-2
が「STED が中小規

模酪農家において適

切な技術を開発・改

善する。」となってお

り、一致しないため、

整合性を取る。  
指標 3-1 適切な酪農技術に関する

研修を実施できる LT の数

が 40 名となる。  
  

適切な酪農技術を農

家 に指 導 で きる LT
の数が 20 名となる。
   
 

・農民研修を実施す

る LT には開業の獣

医師・人工授精師な

どが含まれるが、そ

の場合、研修の実施

ではなく、指導とい

う言葉の方が適切で

ある。  
・当初ターゲット地

域各 10 名×4 地域と

いう積算で指標を設

定したが、現在ター

ゲット地域が 2 地域

となったので、10 名

×2 地域=20 名に変更

する。  
以上  
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付属資料 1. 調査団日程表 
 

 スケジュール 宿泊地 
11/2 (日) （コンサルタント団員）ハノイ着 ハノイ 
11/3 (月) ベトナム事務所 次長表敬 

プロジェクト・団員打合せ 
NIAH 所長表敬、NIAH との打合せ 

ソンタイ 

11/4 (火) STED 所長表敬・カウンターパートへのインタビュー 
ビンフック省 ビントゥオン人民委員会 農業農村開発局訪問 
農業普及ステーション訪問 
LT へのインタビュー・モデル農家視察 

ハノイ 
 

11/5 (水) コアイチョウ郡人民委員会農業農村開発局 畜産課訪問 （洪水

のためキャンセル） 
フンエン省 DARD 訪問 

タインホア 

11/6 (木) タインホア DARD 訪問 
ラムソン製糖会社訪問 

タインホア 

11/7 (金) 関係者打合せ ハノイ 
11/8 (土) レポート作成 ハノイ 
11/9 (日) （官団員）ハノイ着 ハノイ 
11/10 (月) ベトナム事務所 所長表敬 

日本大使館表敬 
MARD 国際協力局訪問 
NIAH 所長表敬・合同評価メンバーとの打合せ 

ハノイ 

11/11 (火) STED 所長表敬・STED カウンターパートとの打合せ 
展示農場、施設等見学 

ソンタイ 

11/12 (水) ビンフック省 ビンツォン郡人民委員会 副書記・農業普及ステ

ーション所長表敬 
LT へのインタビュー 
モデル農家視察 

ソンタイ 

11/13 (木) モクチョウ酪農公社 総裁表敬・LT へのインタビュー 
モデル農家視察 

モクチョウ 

11/14 (金) モクチョウ酪農公社工場視察 
モデル農家視察 

ハノイ 

11/15 (土) 移動 ハノイ 
11/16 (日) 団内打合せ ハノイ 
11/17 (月) ミニッツ協議 ハノイ 
11/18 (火) ミニッツ作成 ハノイ 
11/19 (水) ミニッツ署名 

ベトナム事務所報告 
日本大使館報告 

機内泊 

11/20 (木) 日本着  
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、「

飼
養
管

理
技

術
基

礎
」、
「
飼

養
管
理

技
術

実
践

」

の
6
種

類
の

コ
ー
ス

を
開
発
し

た
。

 
 1-

3.
 5

件
の

研
修

用
テ

キ
ス
ト

と
7
件

の
農

民
用
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

開
発
し

た
。

（
別
表

）
 

  1-
4.
①

バ
ビ

、
ビ

ン
ツ
ォ

ン
に
お

い
て

金
属

板
を
用

い
た
サ
イ

レ
ー

ジ

調
製

の
技
術

を
実
証

展
示
し
た

。
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     1-
5.

  S
TE

D
に

よ
り
収

集
・
蓄

積
さ

れ
た

酪
農
に

関
す
る
現

 
場

レ
ベ

ル
の

情
報
が

、
酪
農
開

発
の

た
め

に
10

件
公

 
表

さ
れ

る
。

 

  
  
②

デ
モ

農
場

に
お

い
て

、
簡

易
サ

イ
ロ

に
よ

る
サ

イ
レ

ー
ジ

調

製
の

技
術
を

実
証
展

示
し
た
。

 
  

  
③

デ
モ

農
場

に
お

い
て

、
哺

育
方

法
の

改
善

に
関

わ
る

実
証

展

示
を

行
っ
て

い
る
。

 
 1-

5.
 ニ

ュ
ー

ス
レ

タ
ー
を

2
件

公
表

し
た

が
、
大

半
は
未
実

施
。

 

2.
 S

TE
D

の
ト

レ
イ

ナ
ー

(ナ
シ

ョ
ナ
ル

ト
レ

イ
ナ

ー
:N

T)
が

酪
農

技
術

を
普

及
員

等
（
ロ

ー
カ
ル

ト
レ

イ
ナ

ー
:L

T)
に

指
導

す
る

能
力
が

改
善
さ
れ

る
。

 
 

2-
1.

 適
切

な
酪

農
技

術
を

開
発
・
指

導
で

き
る

N
T
の

数
が

8
名

と
な
る

。
 

2-
1.

 8
名

の
C

/P
を

N
T
と
し

て
養

成
中

で
あ
る

。
（

不
測

の
事

態
に

対
応

す
る
た

め
指
標

の
見
直
し

が
必

要
か

。
 

3.
 酪

農
技

術
の

普
及

員
等

（
ロ

ー
カ

ル

ト
レ

イ
ナ

ー
:L

T)
 が

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

地
域

の
中

小
規

模
酪

農
家

に
対

し
て

普
及

活
動

を
行

う
た

め
の

能
力

が
改

善
さ

れ
る
。

 

3-
1.

 適
切

な
酪

農
技

術
に

関
す

る
研

修
を

実
施
で

き
る

LT
 

の
数

が
20

名
と

な
る

。
 

 3-
2.
 LT

の
モ
デ

ル
農
家

に
対

す
る

改
善

さ
れ
た

酪
農
技
術

 
の

普
及

活
動

の
数
が

80
例
に

な
る

。
 

 3-
3.

 タ
ー

ゲ
ッ

ト
地

域
に

お
け

る
農

家
へ

の
普
及
・
研

修
活

 
動

の
数

が
1,

00
0
名

×件
数
と

な
る

。
 

  

 3
-1

. 6
種

類
12

回
の

LT
研
修

を
実
施

し
、
延
べ

89
名
（

実
人

数
48

名
）

の
タ
ー

ゲ
ッ
ト

地
域
（
現

在
の

協
力

地
域
を

含
む
）
か

ら

の
技

術
者
が

受
講
し

た
。

 
 3-

2.
 「

LT
の
モ

デ
ル
農

家
へ
の

普
及

活
動

の
例
数

」
の
調
査

を
行

う

必
要

が
あ
る

。
 

 3-
3.

 タ
ー

ゲ
ッ

ト
地

域
に

お
い

て
計

8
回

の
農
民

研
修
を
実

施
し

た
 

（
計

63
0
名

）
。
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担
当

者
活

動
実

績
活

動
成

果

大
項

目
中

項
目

1
年

目
2
年

目
3
年

目
4
年

目
5
年

目

1
-
1

S
T
E
D

が
現

場
レ

ベ
ル

で
適

切
な

酪
農

技
術

に
お

け
る

必
要

性
、

及
び

研
修

・
普

及
に

関
わ

る
必

要
性

に
つ

い
て

調
査

す
る

。
1
-
1
-
1

S
T
E
D

が
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
の

農
家

及
び

地
方

技
術

者
に

関
す

る
基

礎
的

情
報

を
収

集
す

る
。

1
-
1
-
2

S
T
E
D

が
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
の

牧
草

生
産

に
関

す
る

現
状

を
調

査
す

る
。

1
-
1
-
3

S
T
E
D

が
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
の

飼
養

管
理

に
関

す
る

現
状

を
調

査
す

る
。

1
-
1
-
4

S
T
E
D

が
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
の

衛
生

状
態

と
疾

病
発

生
に

関
す

る
現

状
を

調
査

す
る

。

1
-
1
-
5

S
T
E
D

が
北

部
ベ

ト
ナ

ム
の

中
小

規
模

酪
農

に
お

け
る

牛
乳

生
産

性
を

調
査

す
る

。

要
田

斉
藤

森
山

森
山

菊
池

森
山

⇒
下

川

斉
藤

内
山

斉
藤

森
山

⇒
下

川

 ・
P
D

M
の

指
標

値
の

決
定

の
参

考
に

す
る

た
め

に
、

タ
ー

ゲ
ッ

ト
地

域
の

農
家

及
び

地
方

技
術

者
を

対
象

に
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
調

査
を

実
施

し
た

。
・
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
の

農
家

及
び

地
方

技
術

者
の

研
修

ニ
ー

ズ
を

把
握

す
る

た
め

に
ワ

ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
を

実
施

し
た

。

・
菊

池
専

門
家

を
中

心
に

タ
ー

ゲ
ッ

ト
地

域
の

牧
草

生
産

に
関

す
る

現
状

が
調

査
さ

れ
た

。

・
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
調

査
の

実
施

に
加

え
て

、
モ

デ
ル

農
家

に
つ

い
て

よ
り

詳
細

な
技

術
レ

ベ
ル

調
査

を
実

施
し

た
。

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
及

び
バ

ビ
の

獣
医

事
務

所
に

お
け

る
聞

き
取

り
調

査
を

実
施

し
た

。

・
内

山
専

門
家

に
よ

り
「
酪

農
開

発
・
経

営
分

析
」
の

調
査

が
実

施
さ

れ
た

。
・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
後

、
統

計
調

査
の

デ
ー

タ
を

収
集

し
て

い
る

。

 ・
要

田
専

門
家

報
告

書

・
菊

池
専

門
家

報
告

書

・
要

田
専

門
家

報
告

書
・
森

山
専

門
家

報
告

書
・
「
モ

デ
ル

農
家

の
技

術
レ

ベ
ル

調
査

ま
と

め
」

（
下

川
）

・
「
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
の

衛
生

状
態

と
疾

病
発

生
に

関
し

て
」
（
斉

藤
）

・
内

山
専

門
家

報
告

書
・
収

集
さ

れ
た

統
計

デ
ー

タ

（
５

種
類

の
フ

ィ
ー

ル
ド

調
査

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

が
、

４
つ

の
調

査
に

つ
い

て
は

終
了

し
て

い
る

。
）

・
特

に
無

し

・
特

に
無

し

・
モ

デ
ル

農
家

の
技

術
レ

ベ
ル

に
つ

い
て

は
引

き
続

き
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

続
け

る
。

・
特

に
無

し

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
ま

で
継

続
的

に
調

査
を

実
施

す
る

。

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

（
1
0
0
%
）

5
0
%

自
立

発
展

の
見

通
し

1
-
2

S
T
E
D

が
現

場
レ

ベ
ル

の
酪

農
家

に
お

い
て

適
切

な
獣

医
及

び
飼

養
管

理
技

術
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
2
-
1

S
T
E
D

が
獣

医
技

術
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
2
-
2

S
T
E
D

が
飼

養
管

理
技

術
を

開
発

・
改

善
す

る
。

斉
藤

森
山

⇒
下

川

大
項

目
1
-
2
に

関
し

て
は

、
指

標
1
-
2
と

の
整

合
性

が
取

れ
て

い
な

い
た

め
、

P
D

M
を

改
訂

す
る

。

1
-
2

S
T
E
D

が
酪

農
技

術
に

関
わ

る
研

修
コ

ー
ス

を
開

発
・
改

善
す

る
。

1
-
2
-
1

S
T
E
D

が
獣

医
技

術
に

関
わ

る
研

修
コ

ー
ス

を
開

発
・
改

善
す

る
。

1
-
2
-
2

S
T
E
D

が
飼

養
管

理
技

術
に

関
わ

る
研

修
コ

ー
ス

を
開

発
・

改
善

す
る

。

斉
藤

森
山

⇒
下

川

・
「
臨

床
獣

医
技

術
基

礎
」
、

「
臨

床
獣

医
技

術
上

級
」
、

「
繁

殖
技

術
」
、

「
搾

乳
衛

生
」
の

４
種

類
の

コ
ー

ス
を

開
発

し
た

。

・
「
飼

養
管

理
技

術
基

礎
」
、

「
飼

養
管

理
技

術
実

践
」
の

２
種

類
の

コ
ー

ス
を

開
発

し
た

。

・
合

計
で

６
つ

の
研

修
コ

ー
ス

が
開

発
さ

れ
た

。

（
指

標
は

「
５

つ
の

研
修

コ
ー

ス
の

開
発

・
改

善
」
）
で

あ
る

。

・
今

後
必

要
で

あ
れ

ば
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

改
善

を
お

こ
な

う
と

共
に

、
N

T
の

み
で

研
修

を
運

営
実

施
で

き
る

よ
う
に

す
る

。

7
0
%

自
立

発
展

の
見

通
し

こ
れ

ら
の

各
種

調
査

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
で

行
う
研

修
・
普

及
の

方
向

付
け

の
た

め
に

実
施

し
た

も
の

で
あ

る
が

、
S
T
E
D

が
将

来
的

に
も

研
修

・
普

及
を

続
け

て
い

く
中

で
、

現
場

の
ニ

ー
ズ

を
く

み
上

げ
る

努
力

は
今

後
も

続
け

て
い

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

特
に

１
－

１
－

５
に

つ
い

て
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
目

標
及

び
上

位
目

標
の

評
価

の
た

め
に

も
必

要
で

あ
る

。
C

/
P
は

農
家

調
査

も
経

験
し

た
の

に
加

え
、

各
専

門
分

野
の

知
識

・
技

術
を

習
得

し
た

結
果

、
将

来
も

同
様

の
調

査
の

遂
行

が
可

能
で

あ
る

。

（
P
D

M
、

P
O

改
訂

後
）

付
属

資
料

 3
. 

進
捗

状
況

表

(最
終

到
達

目
標

)
今

後
の

計
画

達
成

度
(%

)
実

施
時

期
 (
バ

ー
チ

ャ
ー

ト
)

P
O

に
よ

る
活

動
計

画
（
項

目
毎

）

項
目

 1
. 
酪

農
技

術
研

修
普

及
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

 (
S
T
E
D

)の
機

能
が

改
善

さ
れ

る
。

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

活
動

状
況

C
/
P
は

一
層

の
経

験
を

積
む

こ
と

で
、

彼
ら

自
身

に
よ

る
研

修
コ

ー
ス

の
改

善
・
運

営
実

施
は

将
来

的
に

可
能

と
考

え
ら

れ
る

。
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1
-
3

S
T
E
D

が
研

修
及

び
技

術
移

転
の

た
め

の
方

法
、

同
時

に
研

修
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
と

教
材

を
開

発
・
改

善
す

る
。

1
-
3
-
1

S
T
E
D

が
L
T

へ
の

研
修

及
び

技
術

移
転

の
方

法
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
3
-
2

S
T
E
D

が
L
T
へ

の
研

修
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
3
-
3

S
T
E
D

が
L
T
へ

の
研

修
教

材
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
3
-
4

S
T
E
D

が
農

家
へ

の
研

修
教

材
を

開
発

す
る

。

森
山

⇒
下

川
清

水

斉
藤

森
山

⇒
下

川

斉
藤

森
山

⇒
下

川

斉
藤

森
山

⇒
下

川

・
N

T
に

対
し

て
「
技

術
移

転
手

法
」
、

「
普

及
手

法
」
の

研
修

を
実

施
し

た
。

・
L
T

へ
の

研
修

実
施

を
前

提
に

N
T

へ
の

研
修

を
実

施
し

た
。

・
「
臨

床
獣

医
技

術
基

礎
」
、

「
臨

床
獣

医
技

術
上

級
」
、

「
繁

殖
技

術
」
、

「
搾

乳
衛

生
」
、

「
飼

養
管

理
技

術
基

礎
」
、

「
飼

養
管

理
技

術
実

践
」
の

計
６

種
類

の
コ

ー
ス

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

開
発

し
た

。

以
下

の
研

修
教

材
を

発
行

し
た

・
「
飼

料
作

物
」

・
「
獣

医
臨

床
診

断
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
・
「
ベ

ト
ナ

ム
に

お
け

る
一

般
疾

病
の

治
療

」
・
「
飼

養
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
・
「
搾

乳
衛

生
マ

ニ
ュ

ア
ル

」

以
下

の
農

家
用

リ
ー

フ
レ

ッ
ト
を

発
行

し
た

。
・
「
衛

生
的

搾
乳

方
法

（
手

搾
り

編
）
」

・
「
衛

生
的

搾
乳

方
法

（
機

械
搾

乳
編

）
」

・
「
分

娩
前

後
の

飼
養

管
理

法
」

・
「
乳

牛
の

た
め

の
お

灸
治

療
法

」
・
「
子

牛
の

育
成

方
法

」
・
「
稲

ワ
ラ

の
尿

素
処

理
方

法
」

・
「
乳

牛
の

乾
乳

方
法

」

・
0
8
年

度
の

L
T

研
修

及
び

農
民

研
修

に
お

い
て

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

半
分

程
度

を
N

T
が

講
師

を
務

め
る

よ
う
に

な
っ

た
。

・
開

発
し

た
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
に

基
づ

い
て

、
研

修
コ

ー
ス

を
実

施
運

営
し

た
。

・
こ

れ
ら

の
教

材
は

研
修

教
材

と
し

て
の

み
な

ら
ず

、
技

術
啓

蒙
用

と
し

て
も

配
布

し
て

い
る

。

・
農

家
研

修
用

と
し

て
す

で
に

使
用

し
て

い
る

。

項
目

間
で

整
合

性
の

取
れ

て
い

な
い

部
分

が
あ

る
の

で
P
D

M
の

改
訂

が
必

要
で

あ
る

。

1
-
3

S
T
E
D

が
研

修
及

び
技

術
移

転
の

た
め

の
方

法
、

同
時

に
研

修
教

材
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
3
-
1

S
T
E
D

が
L
T

へ
の

研
修

及
び

技
術

移
転

の
方

法
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
3
-
2

S
T
E
D

が
L
T
へ

の
研

修
教

材
を

開
発

・
改

善
す

る
。

1
-
3
-
3

S
T
E
D

が
農

家
へ

の
研

修
教

材
を

開
発

す
る

。

森
山

⇒
下

川
清

水

斉
藤

森
山

⇒
下

川

斉
藤

森
山

⇒
下

川

・
N

T
に

対
し

て
「
技

術
移

転
手

法
」
、

「
普

及
手

法
」
の

研
修

を
実

施
し

た
。

・
L
T

へ
の

研
修

を
実

施
し

な
が

ら
N

T
へ

の
研

修
を

実
施

し
た

。

以
下

の
研

修
教

材
を

発
行

し
た

・
「
飼

料
作

物
」

・
「
獣

医
臨

床
診

断
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
・
「
ベ

ト
ナ

ム
に

お
け

る
一

般
疾

病
の

治
療

」
・
「
飼

養
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
・
「
搾

乳
衛

生
マ

ニ
ュ

ア
ル

」

以
下

の
農

家
用

リ
ー

フ
レ

ッ
ト
を

発
行

し
た

。
・
「
衛

生
的

搾
乳

方
法

（
手

搾
り

編
）
」

・
「
衛

生
的

搾
乳

方
法

（
機

械
搾

乳
編

）
」

・
「
分

娩
前

後
の

飼
養

管
理

法
」

・
「
乳

牛
の

た
め

の
お

灸
治

療
法

」
・
「
子

牛
の

育
成

方
法

」
・
「
稲

ワ
ラ

の
尿

素
処

理
方

法
」

・
「
乳

牛
の

乾
乳

方
法

」

・
0
8
年

度
の

L
T

研
修

及
び

農
民

研
修

に
お

い
て

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

半
分

程
度

を
N

T
が

講
師

を
務

め
る

よ
う
に

な
っ

た
。

・
こ

れ
ら

の
教

材
・
農

家
用

リ
ー

フ
レ

ッ
ト
は

研
修

教
材

と
し

て
の

み
な

ら
ず

、
普

及
啓

蒙
用

と
し

て
も

配
布

し
て

い
る

。
(1

-
3
-
2
及

び
1
-
3
-
3
)

指
標

は
「
研

修
・
普

及
用

の
教

材
の

数
が

1
5
件

（
5
件

の
研

修
用

テ
キ

ス
ト

と
1
0

件
の

農
民

用
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
）
」
の

開
発

･
改

善
で

あ
る

。

・
引

き
続

き
N

T
の

担
当

部
分

を
増

加
さ

せ
る

。

・
必

要
な

研
修

教
材

を
追

加
す

る
。

（
繁

殖
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

準
備

中
）

・
L
T

か
ら

の
要

望
も

確
認

し
な

が
ら

、
引

き
続

き
必

要
な

農
民

用
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

作
成

す
る

。

5
0
%

9
0
%

5
0
%

自
立

発
展

の
見

通
し

１
－

２
と

同
様

に
、

C
/
P
は

一
層

の
経

験
を

積
む

こ
と

で
、

彼
ら

自
身

に
よ

る
研

修
教

材
の

改
善

は
将

来
的

に
可

能
と

考
え

ら
れ

る
。

（
P
D

M
、

P
O

改
訂

後
）
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1
-
4

S
T
E
D

が
適

切
な

乳
牛

飼
養

管
理

技
術

を
実

証
展

示
す

る
。

1
-
4
-
1

S
T
E
D

が
バ

ビ
セ

ン
タ

ー
近

辺
に

実
証

牧
場

を
設

置
す

る
。

1
-
4
-
2
 S

T
E
D

が
中

小
規

模
酪

農
家

に
お

い
て

適
切

な
技

術
を

開
発

・
改

善
す

る
。

森
山

⇒
下

川
清

水

斉
藤

森
山

⇒
下

川

（
P
O

の
１
－

４
－

２
が

活
動

１
－

４
と

対
応

し
て

い
な

い
た

め
、

変
更

す
る

）

1
0
0
%

4
0
%

1
-
4

S
T
E
D

が
適

切
な

乳
牛

飼
養

管
理

技
術

を
実

証
展

示
す

る
。

1
-
4
-
1

S
T
E
D

が
バ

ビ
セ

ン
タ

ー
近

辺
に

実
証

牧
場

を
設

置
す

る
。

1
-
4
-
2
 S

T
E
D

が
中

小
規

模
酪

農
家

に
お

い
て

適
切

な
乳

牛
飼

養
管

理
技

術
を

実
証

展
示

す
る

。

森
山

⇒
下

川
清

水

斉
藤

森
山

⇒
下

川

・
４
戸

の
実

証
牧

場
を

設
置

し
た

。

・
バ

ビ
、

ビ
ン

ツ
ォ

ン
に

お
い

て
金

属
板

を
用

い
た

サ
イ

レ
ー

ジ
調

製
の

技
術

を
実

証
展

示
し

た
。

・
デ

モ
農

場
に

お
い

て
、

簡
易

サ
イ

ロ
に

よ
る

サ
イ

レ
ー

ジ
調

製
の

技
術

を
実

証
展

示
し

た
。

・
デ

モ
農

場
に

お
い

て
、

哺
育

方
法

の
改

善
に

関
わ

る
実

証
展

示
を

開
始

し
た

。

・
実

証
牧

場
が

研
修

用
の

実
証

展
示

、
及

び
技

術
の

開
発

･改
善

の
場

と
し

て
基

盤
が

整
い

つ
つ

あ
る

が
、

一
部

改
善

に
前

向
き

で
な

い
農

家
も

い
る

の
で

、
整

理
の

必
要

が
あ

る
。

・
一

部
の

実
証

牧
場

は
L
T
研

修
の

実
習

に
有

効
に

活
用

さ
れ

て
い

る
。

（
指

標
は

「
５
例

の
実

証
展

示
を

行
う
」
で

あ
る

。
）

・
技

術
の

実
証

展
示

、
及

び
N

T
/
L
T
養

成
の

場
所

と
し

て
活

用
す

る
。

・
同

上

1
0
0
%

4
0
%

自
立

発
展

の
見

通
し

1
-
5

S
T
E
D

が
酪

農
開

発
の

た
め

に
必

要
な

現
場

レ
ベ

ル
の

情
報

を
収

集
・
蓄

積
す

る
。

 斉
藤

森
山

⇒
下

川

・
各

種
情

報
を

盛
り

込
ん

だ
ニ

ュ
ー

ス
レ

タ
ー

を
2
回

発
行

し
た

。

 ・
同

左

（
指

標
は

「
酪

農
開

発
の

た
め

の
現

場
レ

ベ
ル

の
情

報
1
0
件

の
公

表
」
で

あ
る

。
）

・
今

後
実

証
展

示
な

り
モ

デ
ル

農
家

へ
の

普
及

が
進

む
に

つ
れ

て
よ

り
多

く
の

情
報

の
蓄

積
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

2
0
%

自
立

発
展

の
見

通
し

実
証

牧
場

は
C

/
P
（
N

T
）
の

牧
場

を
指

定
し

、
取

り
決

め
を

交
わ

し
て

い
る

の
で

、
将

来
的

に
も

研
修

用
の

実
証

展
示

牧
場

と
し

て
利

用
さ

れ
る

と
考

え
る

。

（
P
D

M
、

P
O

改
訂

後
）

研
修

・
普

及
を

継
続

し
て

実
施

す
る

上
で

現
場

レ
ベ

ル
の

情
報

を
常

に
収

集
・
蓄

積
し

公
表

す
る

こ
と

は
重

要
な

こ
と

で
あ

る
が

、
C

/
P
は

そ
の

重
要

性
を

よ
く

認
識

し
て

い
る

の
で

、
将

来
的

に
も

同
様

の
活

動
が

継
続

さ
れ

る
と

考
え

ら
れ

る
。
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担
当

者
活

動
実

績
活

動
成

果
最

終
到

達
目

標
(今

後
の

計
画

）
達

成
度

（
％

）

大
項

目
中

項
目

1
年

目
2
年

目
3
年

目
4
年

目
5
年

目

2
-
1

N
T

へ
の

研
修

を
実

施
す

る
。

2
-
1
-
1
 乳

牛
に

対
す

る
実

際
的

な
獣

医
技

術
に

つ
い

て
N

T
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。

2
-
1
-
2
 乳

牛
に

対
す

る
実

際
的

な
飼

養
管

理
技

術
に

つ
い

て
N

T
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。

2
-
1
-
3

研
修

の
計

画
及

び
管

理
に

つ
い

て
N

T
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。

2
-
1
-
4

技
術

移
転

方
法

に
つ

い
て

N
T
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。

斉
藤

森
山

⇒
下

川

清
水

森
山

⇒
下

川

・
長

期
専

門
家

に
よ

る
講

義
お

よ
び

オ
ン

ザ
ジ

ョ
ブ

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
継

続
し

て
実

施
中

。
・
短

期
専

門
家

に
よ

り
「
基

礎
的

獣
医

診
療

技
術

」
、

「
臨

床
診

断
・
外

科
技

術
」
、

「
搾

乳
衛

生
技

術
」
の

指
導

を
行

っ
た

。
・
本

邦
研

修
（
臨

床
獣

医
技

術
ｘ
2
名

、
人

工
授

精
技

術
ｘ
1

名
）

・
長

期
専

門
家

に
よ

る
講

義
及

び
モ

デ
ル

農
家

へ
の

実
地

指
導

を
N

T
と

共
に

実
施

し
た

。
・
短

期
専

門
家

に
よ

る
「
飼

養
管

理
技

術
」
、

「
飼

料
作

物
生

産
技

術
」
の

指
導

。
・
本

邦
研

修
（
飼

養
管

理
技

術
ｘ

３
名

、
飼

料
作

物
生

産
技

術
ｘ
1
名

）

・
実

際
の

L
T

研
修

の
計

画
立

案
・
実

地
の

過
程

の
中

で
N

T
を

指
導

し
た

。

・
ロ

ー
カ

ル
の

専
門

家
に

よ
り

「
技

術
移

転
手

法
」
、

「
普

及
手

法
」
、

「
プ

レ
ゼ

ン
手

法
」
の

指
導

を
行

っ
た

。
・
0
8
年

度
の

L
T
研

修
よ

り
N

T
に

よ
る

指
導

を
開

始
し

た
。

・
L
T

研
修

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

活
動

へ
N

T
を

参
加

さ
せ

な
が

ら
指

導
を

行
っ

た
。

・
３
名

に
つ

い
て

本
邦

研
修

を
す

で
に

終
了

し
た

。

・
4
名

に
つ

い
て

本
邦

研
修

を
す

で
に

終
了

し
た

。

・
８
名

の
す

べ
て

の
C

/
P
は

そ
れ

ぞ
れ

の
研

修
の

計
画

・
実

施
運

営
に

関
わ

る
中

で
、

経
験

を
積

ん
で

い
る

。

・
0
8
年

度
の

L
T
研

修
及

び
農

民
研

修
に

お
い

て
、

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
の

半
分

程
度

を
N

T
が

講
師

を
務

め
る

よ
う
に

な
っ

た
。

（
指

標
は

「
酪

農
技

術
を

開
発

・
指

導
で

き
る

N
T
の

数
が

８
名

と
な

る
」
で

あ
る

。
）

・
オ

ン
ザ

ジ
ョ
ブ

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

に
よ

り
指

導
を

継
続

し
て

行
う
。

・
0
9
年

度
に

１
名

の
本

邦
研

修
を

予
定

し
て

い
る

。

・
L
T
研

修
の

計
画

及
び

管
理

に
つ

い
て

N
T
の

主
体

性
を

徐
々

に
高

め
て

い
く

。

・
引

き
続

き
、

L
T
研

修
及

び
農

民
研

修
に

お
け

る
N

T
に

よ
る

講
師

の
部

分
を

増
加

さ
せ

て
い

く
。

8
0
%

7
0
%

8
0
%

8
0
%

自
立

発
展

の
見

通
し

担
当

者
活

動
実

績
活

動
成

果
最

終
到

達
目

標
(今

後
の

計
画

）
達

成
度

（
％

）

大
項

目
中

項
目

1
年

目
2
年

目
3
年

目
4
年

目
5
年

目

3
-
1

L
T
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。

3
-
1
-
1

乳
牛

の
飼

養
管

理
技

術
に

つ
い

て
L
T
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。

3
-
1
-
2
 乳

牛
に

対
す

る
実

際
的

な
獣

医
技

術
に

つ
い

て
L
T
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。

森
山

⇒
下

川

斉
藤

・
「
飼

養
管

理
技

術
基

礎
」
コ

ー
ス

を
２
回

実
施

し
た

（
計

1
6

名
）
。

・
「
飼

養
管

理
技

術
実

践
」
コ

ー
ス

を
１
回

実
施

し
た

（
計

6
名

）
。

・
「
臨

床
獣

医
技

術
基

礎
」
コ

ー
ス

を
3
回

実
施

し
た

（
計

2
4

名
）
。

・
「
臨

床
獣

医
技

術
上

級
」
コ

ー
ス

を
1
回

実
施

し
た

（
計

8
名

）
。

・
「
繁

殖
技

術
」
コ

ー
ス

を
３
回

実
施

し
た

（
計

2
7
名

）
。

・
「
搾

乳
衛

生
」
コ

ー
ス

を
２
回

実
施

し
た

（
計

8
名

）
。

・
計

2
2
名

の
L
T
が

研
修

を
受

講
し

た
。

・
計

8
9
名

（
延

べ
）
の

L
T
が

研
修

を
受

講
し

た
。

（
P
D

M
の

指
標

値
は

「
研

修
を

実
施

で
き

る
L
T
４
０
名

」
で

あ
る

が
、

「
適

切
な

酪
農

技
術

を
農

家
に

指
導

で
き

る
L
T
の

数
が

2
0
名

」
に

改
訂

が
必

要
で

あ
る

。

(3
-
1
-
1
,-

2
含

む
)

・
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
・
協

力
地

域
の

技
術

者
の

研
修

が
早

め
に

終
了

し
た

場
合

、
北

部
ベ

ト
ナ

ム
全

域
か

ら
公

募
す

る
こ

と
を

検
討

す
る

。

7
0
%

（
指

標
値

の
変

更
後

）

自
立

発
展

の
見

通
し

項
目

2
. 
S
T
E
D

の
ト
レ

イ
ナ

ー
(ナ

シ
ョ
ナ

ル
ト
レ

イ
ナ

ー
:N

T
)が

酪
農

技
術

を
普

及
員

等
（
ロ

ー
カ

ル
ト
レ

イ
ナ

ー
:L

T
)に

指
導

す
る

能
力

が
改

善
さ

れ
る

。

（
P
D

M
、

P
O

改
訂

後
）

実
施

時
期

(バ
ー

チ
ャ

ー
ト
)

項
目

3
. 
酪

農
技

術
の

普
及

員
等

（
ロ

ー
カ

ル
ト
レ

イ
ナ

ー
:L

T
)が

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

タ
ー

ゲ
ッ

ト
地

域
の

中
小

規
模

酪
農

家
に

対
し

て
普

及
活

動
を

行
う
た

め
の

能
力

が
改

善
さ

れ
る

。

S
T
E
D

に
お

け
る

研
修

は
、

ベ
ト
ナ

ム
の

酪
農

開
発

に
と

っ
て

重
要

な
も

の
で

あ
る

こ
と

が
、

畜
産

局
・
N

IA
H

の
幹

部
に

も
よ

く
認

識
さ

れ
て

お
り

、
P
J終

了
後

も
継

続
さ

れ
る

と
考

え
る

が
、

そ
の

た
め

に
「
研

修
の

有
効

性
の

立
証

（
＝

L
T
の

研
修

実
施

能
力

の
判

定
）
」
、

「
L
T
研

修
の

講
師

と
し

て
の

N
T
の

能
力

評
価

・
資

格
制

度
」
、

「
研

修
コ

ー
ス

の
制

度
化

」
な

ど
が

、
P
J後

期
の

課
題

と
な

る
。

実
施

時
期

(バ
ー

チ
ャ

ー
ト
)

8
名

の
C

/
P
の

専
門

分
野

は
家

畜
衛

生
３
名

と
飼

養
管

理
５
名

で
や

や
偏

り
が

あ
る

が
、

両
分

野
の

重
な

る
部

分
も

あ
る

こ
と

、
飼

養
管

理
は

牧
草

関
係

も
含

み
多

岐
に

わ
た

る
こ

と
、

な
ど

か
ら

、
そ

れ
ほ

ど
影

響
の

あ
る

偏
り

と
は

考
え

ら
れ

な
い

。
ま

た
飼

養
管

理
の

C
/
P
の

２
名

は
N

IA
H

所
属

で
あ

り
、

P
J終

了
後

は
研

修
時

の
み

講
師

と
し

て
勤

め
る

よ
う
な

形
態

に
な

る
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
れ

も
大

き
な

不
都

合
で

は
な

く
、

N
T
に

研
究

者
も

含
ま

れ
て

い
た

ほ
う
が

、
技

術
の

開
発

に
は

有
効

と
考

え
ら

れ
る

。
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3
-
2
 モ

デ
ル

農
家

に
お

け
る

技
術

改
善

を
支

援
す

る
。

3
-
2
-
1
 改

善
さ

れ
た

酪
農

技
術

を
L
T
が

モ
デ

ル
農

家
に

普
及

す
る

こ
と

を
支

援
す

る
。

3
-
2
-
2
 モ

デ
ル

農
家

が
酪

農
技

術
を

実
践

す
る

に
あ

た
っ

て
そ

の
改

善
の

度
合

い
を

モ
ニ

タ
ー

す
る

。

斉
藤

森
山

⇒
下

川

斉
藤

森
山

⇒
下

川

・
L
T
研

修
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
活

動
の

中
で

支
援

を
開

始
し

、
モ

デ
ル

農
家

へ
の

指
導

を
L
T
と

共
に

実
施

し
て

い
る

。
・
モ

デ
ル

農
家

に
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
か

ら
定

期
的

な
通

信
レ

タ
ー

を
出

す
こ

と
を

開
始

し
た

。

・
モ

デ
ル

農
家

の
技

術
レ

ベ
ル

に
つ

い
て

現
状

調
査

を
実

施
し

た
。

・
実

際
の

「
L
T
の

モ
デ

ル
農

家
へ

の
普

及
活

動
の

例
数

」
に

つ
い

て
は

ま
だ

計
測

し
て

い
な

い

・
「
モ

デ
ル

農
家

の
技

術
レ

ベ
ル

調
査

ま
と

め
」

（
下

川
）

（
指

標
は

「
L
T
の

モ
デ

ル
農

家
へ

の
普

及
活

動
の

数
が

８
０
例

に
な

る
」
こ

と
で

あ
る

。
）

・
「
L
T
の

モ
デ

ル
農

家
へ

の
普

及
活

動
の

例
数

」
の

計
測

を
行

う
。

・
通

信
レ

タ
ー

の
送

信
を

継
続

し
、

将
来

的
に

は
広

範
囲

な
も

の
と

す
る

。

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
ま

で
継

続
し

て
調

査
す

る
。

？
%

自
立

発
展

の
見

通
し

3
-
3
 タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
と

協
力

し
、

農
家

へ
の

普
及

・
研

修
活

動
を

実
施

す
る

。
3
-
3
-
1
 タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
と

協
力

し
、

農
家

へ
の

セ
ミ
ナ

ー
を

実
施

す
る

。

3
-
3
-
2
 L

T
研

修
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
と

し
て

、
L
T
の

普
及

活
動

に
対

し
て

助
言

す
る

。

斉
藤

森
山

⇒
下

川

 斉
藤

森
山

⇒
下

川

・
モ

ク
チ

ョ
ウ

、
ビ

ン
ツ

ォ
ン

に
お

い
て

計
8
回

の
農

民
セ

ミ
ナ

ー
を

実
施

し
た

（
計

6
3
0
名

）
。

・
N

G
O

ガ
イ

ア
と

協
力

し
、

日
越

の
酪

農
家

の
交

流
ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
二

回
実

施
し

た
。

・
L
T
研

修
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
活

動
を

継
続

的
に

実
施

中
で

あ
る

。
（
活

動
内

訳
：
別

表
ｘ
）

・
農

民
セ

ミ
ナ

ー
、

酪
農

家
の

交
流

会
と

も
に

好
評

で
、

継
続

の
要

望
が

あ
る

。

・
L
T
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
と

共
に

地
域

の
実

情
の

理
解

が
可

能
で

あ
る

。

（
指

標
は

「
普

及
・
研

修
活

動
の

数
が

1
,0

0
0
名

×
件

数
と

な
る

」
こ

と
で

あ
る

。
）

 ・
今

後
6
回

以
上

の
農

民
研

修
を

実
施

す
る

。

・
引

き
続

き
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

活
動

を
実

施
す

る
。

3
1
%

自
立

発
展

の
見

通
し

L
T
に

よ
る

農
民

研
修

が
軌

道
に

乗
れ

ば
、

こ
の

種
の

セ
ミ
ナ

ー
は

必
要

が
な

く
な

る
可

能
性

も
あ

る
。

モ
デ

ル
農

家
に

お
け

る
活

動
は

、
L
T
に

よ
る

農
民

研
修

の
場

で
あ

る
と

共
に

、
周

辺
農

家
へ

の
波

及
効

果
を

期
待

し
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

P
J終

了
後

も
タ

ー
ゲ

ッ
ト
地

域
に

よ
り

同
様

な
活

動
が

継
続

さ
れ

る
よ

う
に

、
適

切
な

改
善

を
進

め
る

こ
と

が
P
J後

期
の

課
題

と
な

る
。
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